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「墨田区次世代育成支援行動計画 墨田区子ども・子育て支援事業計画」概要 

１ 計画の期間 

平成 27～31 年度 

２ 計画の位置づけ 

次世代育成支援対策推進法（平成 17 年 4 月 1 日から 10 年間の時限立法）に基づき、平成 17 年 3 月に墨田区次世代育成支援行動計画     

平成 22 年 3 月に同後期行動計画を策定した。 

同法が 10 年間延長されたことを受け、子ども・子育て支援法に基づく「墨田区子ども・子育て支援事業計画」に内包される計画として    

平成 27 年 3 月に本区の子ども・子育て支援の取組について定めた「墨田区次世代育成支援行動計画 墨田区子ども・子育て支援事業計画」を

策定した。 

本計画は平成 31 年度に計画期間の終期を迎えることから、現状の子育て支援施策の需要量、潜在ニーズを把握し、次期計画策定の基礎資料

とするため、平成 30 年度にニーズ調査を実施した。 

３ 事業数及び評価 

評価 

事業数 
Ａ Ｂ その他 

 事業評価 内 容 

 Ａ 計画どおりに進んでいる 

掲載事業数 

１９９ 
１８９ ３ ７ 

 Ｂ 計画に遅れが生じている 

 その他 計画を終了・廃止した若しくは見直し等の必要が生じている場合 

４ 計画に対する考え方 

平成 27 年度の「子ども・子育て支援新制度」開始に合わせ策定した本計画に基づき、妊娠・出産から育児まで切れ目のない支援や、地域の

ニーズを踏まえた質の高い学校教育・保育及び地域の子ども・子育て支援施策の充実に取組む。 

あわせて、区が抱える待機児童問題、在宅子育て支援、放課後対策について重点的に検討し、「子どもと親と地域が共に育ち、子どもの利益

を優先するまち すみだ」に向けて、環境整備に取組む。 

なお、各施策については、各主管課で明確な目標を見据えて取組むとともに、進捗状況を各年度で分析・評価し、内容と実態に乖離が生じ

た場合は計画を見直す。 
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５ 「墨田区次世代育成支援行動計画 墨田区子ども・子育て支援計画」施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 各事業の掲載 

基本目標とその方向性の下に体系化された事業を、以下に掲載する。 
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基本目標① 子どもの最善の利益を優先します 

方向性（１）子どもの豊かな育ちを育む場・機会の充実 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成 25年度実績） 

事業目標 

（平成 27～31年度） 

事業実績 

（平成 30年度） 

事業評価 

（平成 30年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

１ 

児童館事業◎【子育て政策

課】 

（中高生の居場所づくり） 

多感な時期にある中高生の健全育成を図るた

め、地域の児童館を活用し、夜間利用の拡大を

図ります。 

（異年齢集団活動支援） 

核家族が常態となっている中で、多様な人々と

の出会いの場を設け、役割分担に応じた幅広い年

代層の交流を進めます。 

（ボランティア活動体験等） 

さまざまな機会を提供して、地域外のキャンプ活

動や農山村ボランティア体験などを通じた交流を進

めます。 

(子どもを取り巻く問題へのサポート機能の向上) 

児童を取り巻くさまざまな問題を継続的に解決

していく場を設けるとともに、他の関係機関との連

携を図りながら、学校等への支援を行います。実

施にあたっては、職員の基礎的技術（ソーシャルワ

ーク・カウンセリング・コミュニティワーク）や児童館に

おける質の向上を図ります。 

（児童館のＰＲ等） 

児童館まつりを開催し、地域の人との交流を図

るとともに、児童館の活動を広く周知します。 

全区立児童館（11

館）で実施しました。 

継続して実施します。 全区立児童館（11

館）で実施 

・小学生：329,495人 

・中学生： 38,199人 

Ａ 継続して実施します。 
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基本目標① 子どもの最善の利益を優先します 

方向性（１）子どもの豊かな育ちを育む場・機会の充実 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成 25年度実績） 

事業目標 

（平成 27～31年度） 

事業実績 

（平成 30年度） 

事業評価 

（平成 30年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

２ 

児童館等整備事業◎【子

育て政策課】 

・老朽化が進んでいる施設から計画的に改修を実

施します。 

・地域のニーズに対応した児童館等の整備を検討

します。 

― 

施設の老朽化の度

合いを調査のうえ、改

修計画を策定し、順

次改修を実施していき

ます。 

江東橋児童館トイレ

改修工事を実施。 

Ａ 立川児童館長期修繕工事

（1期） 

３ 

学童クラブ◎★【地域活動

推進課、子育て政策課】 

保護者の就労等により、放課後や学校休業日

に家庭で子どもを保護・育成することができない場

合に、小学校3年生（必要に応じて6年生）まで

を対象に、児童館等で実施する学童クラブで子ど

もを育成します。 

・区立33か所 

・民設5か所 

 

【子育て政策課】 

児童館等で計29か所 

【地域活動推進課】 

コミュニティ会館3館で 

計4か所実施 

【民設民営】 

保育所等で5か所実施 

・合計45か所に増やし

ます。 

・開所時間や開所日

数の拡充について、検

討を行います。 

区立 45 か所 

民設 5 か所 

 

【子育て政策課】 

児童館等で計 41 か所 

【地域活動推進課】 

コミュニティ会館 2館で 

計４か所実施 

【民設民営】 

保育所等で 5 か所実施 

Ａ 【子育て政策課】 

児童館等で計45か所実施 

【地域活動推進課】 

コミュニティ会館2館で 

計４か所実施 

【民設民営】 

保育所等で5か所実施 

４ 

学童クラブ待機児童の放課

後の居場所の確保◎【子育

て政策課】 

学童クラブ待機児童を対象とした「ランドセル預

かり」事業等を全児童館で実施し、放課後の居場

所を確保します。 
― 

全 区 立 児 童 館

（11館）で実施 

区 立 の 全 児 童 館

（11 館）で実施（ラン

ドセル預かり登録人数 

121人） 

Ａ 全児童館(11館)で実施し

ます。  

５ 

高学年の放課後の居場所

の確保◎【子育て政策課】 

学童クラブを卒室した小学校4年生以上の児童

に対し、児童館において登録制を前提とした入館

管理を実施し、放課後の居場所を提供するととも

に、児童が自立できるよう、保護者と協力して支援

していきます。 

― 

具体的な事業内容

について検討し、実施

していきます。 

高学年の自立に向け

た支援を各児童館で実

施（登録者数 60人） 

Ａ ・自立に向けた支援について、

各児童館で実施します。 

・児童に合わせた対応をその都

度検討していきます。 
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基本目標① 子どもの最善の利益を優先します 

方向性（１）子どもの豊かな育ちを育む場・機会の充実 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成 25年度実績） 

事業目標 

（平成 27～31年度） 

事業実績 

（平成 30年度） 

事業評価 

（平成 30年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

６ 

放課後子ども教室◎【地域

教育支援課】 

子どもたちの放課後における安全・安心な居場

所づくりを目的とし、小学校内で地域の育成者等

に見守られながら活動や遊びを実施します。また、

異年齢児童や地域の方々と交流の場を提供しま

す。 

（放課後子ども教室） 

・いきいきスクール型２校 

・校庭開放型 14校 

・ 区内の全小学校

（25校）での実施を

めざします。 

・学童クラブ参加者も

自由に本事業に参加

できるようにします。 

・「放課後子ども総合

プラン」を推進し、放課

後において、すべての

就学児童が安全・安

心に過ごすことができる

場の確保をしていきま

す。 

放課後子ども教室 

２０校（いきいきスクー

ル 3校） 

 

Ａ ・引続き、全校実施を目指し、

保護者や地域住民と協働し、

準備の整ったところから順次開

設していきます。 

・「放課後子ども総合プラン」の

推進については次項目を参照

してください。 
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基本目標① 子どもの最善の利益を優先します 

方向性（１）子どもの豊かな育ちを育む場・機会の充実 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成 25年度実績） 

事業目標 

（平成 27～31年度） 

事業実績 

（平成 30年度） 

事業評価 

（平成 30年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

７ 

放課後子ども総合プランの推

進◎【子育て政策課、地域

教育支援課】 

共働き家庭等の「小1の壁」を打破するとともに、

次代を担う人材を育成するため、すべての就学児

童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体

験・活動を行うことができるよう、一体型を中心とし

た学童クラブ及び放課後子ども教室の計画的な整

備等を進めるとともに、相互の連携を図っていきま

す。 

― 

・一体型12か所、連

携型13か所の整備を

めざします。 

・放課後子ども総合プ

ランについて、内容の

充実を図ります。 

・学童クラブ支援員と

放課後子ども教室のコ

ーディネーターが、共通

プログラムを企画から運

営まで連携して行いま

す。 

・運営委員会におい

て、情報を共有すると

ともに計画を立て、その

進捗を管理します。 

・一体型 １０か所 

・連携型 １０か所 

Ａ ・学童クラブ支援員と放課後

子ども教室のコーディネーターが

連携して企画運営を行い、学

童クラブ児童と放課後子ども教

室児童がともに参加できる「共

通プログラム」を4校で実施しま

す。【地域教育支援課】 

・放課後子ども総合プランのさ

らなる推進に向け、引き続き、

教育委員会と子育て政策課

で調査・検討を行います。【地

域教育支援課】 
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基本目標① 子どもの最善の利益を優先します 

方向性（１）子どもの豊かな育ちを育む場・機会の充実 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成 25年度実績） 

事業目標 

（平成 27～31年度） 

事業実績 

（平成 30年度） 

事業評価 

（平成 30年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

８ 

公園再整備の計画的推進

◎【都市整備課、道路公園

課】 

身近な憩いや遊びの場である公園を、利用者の

ニーズにあった機能にしていくため、計画的な再整

備の推進を図ります。 

堤通公園再整備基本

設計 

墨田区公園マスター

プランに基づき、計画

的な公園改修を行い

ます。 

【都市整備課】 

・隅田公園再整備工事

（その１）を実施しまし

た。 

・とらばし児童遊園再整

備工事を実施しました。 

【道路公園課】 

・柳島児童遊園実施設

計を実施しました。 

・日進公園実施設計を

実施しました。 

・くるみ児童遊園再整備

工事を実施しました。 

・旧中川水辺公園照明

灯設置工事(その 2)を

実施しました。 

・銅像掘公園及びこまど

り児童遊園ボール遊び

広場工事を実施しまし

た。 

 

A 【都市整備課】 

・隅田公園再整備工事（その

２）を実施します。 

 

 

 

【道路公園課】 

・柳島児童遊園再整備工事

を実施します。 

・日進公園再整備工事を実

施します。 

・大横川親水公園実施設計

を実施します。 

・旧中川水辺公園照明灯設

置工事を実施します。 

（Ｈ29からの継続事業） 

・横川東公園遊具設置工事

を実施します。 

・業平公園遊具設置工事を

実施します。 
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基本目標① 子どもの最善の利益を優先します 

方向性（１）子どもの豊かな育ちを育む場・機会の充実 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成 25年度実績） 

事業目標 

（平成 27～31年度） 

事業実績 

（平成 30年度） 

事業評価 

（平成 30年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

９ 

墨田区の児童館のあり方の

検討【子育て政策課】 

・10年、20年先を見据えた墨田区児童館のあり

方の指針を示すため、検討委員会等で構想策定

を行います。 

・教育、児童福祉などの子育てや健全育成の関

係者のほか、子ども・子育て会議委員から意見を

聴取し、課題等に反映させます。 

― 

平成29年度に墨田

区の児童館の機能・

役割について整理し、

そのビジョンを示しま

す。 

児童館のあり方検討

で示された、方向性や考

え方に基づき、地域子育

て支援拠点機能強化等

に努めた。 

Ａ 継続して実施します。 

１０ 

児童館・学童クラブ等職員

の研修【地域活動推進課、

子育て政策課】 

・児童館、コミュニティ会館の各活動の充実を図り、

地域の子どもの拠点となるようこれら職員の質の向

上を図るため、研修を実施します。 

・学童クラブ指導員の研修による資格取得を促進

します。 

― 

職員合同研修を年

2回実施します。 

職員合同研修を 3回

実施 

 

Ａ 民間の児童館・学童クラブ

も参加できる合同研修を実施

します。 

１１ 

児童館・学童クラブ等の連

絡協議会の設置【地域活動

推進課、子育て政策課、子

育て支援総合センター】 

児童館・学童クラブ等の連絡協議会を設置し、

学校連絡協議会、青少年育成委員会、要保護

児童対策地域協議会等の既存の各組織との連

携を図りつつ、情報交換や研修などを通じて、墨田

区の子ども・子育て支援、健全育成の促進を図り

ます。 

― 

連絡協議会を設置

し、連携を図ります。 

児童館及びコミュニティ

会館長を中心にとした館

長会を毎月実施 

 

Ａ 館長会のほか、民間の児童

館・学童クラブも参加できる合

同研修を実施し、情報交換の

場を設ける。 

１２ 

「放課後子ども総合プラン運

営委員会」の設置【子育て

政策課、地域教育支援課】 

教育や福祉などの多様な機関と連携する「放課

後子ども総合プラン運営委員会」が墨田区におけ

る総合的な放課後対策のあり方について十分な

協議を行い、指針を示します。また、「総合教育会

議」も活用していきます。 

― 

子ども・子育て会議

学齢ワーキンググルー

プにて、事業の推進に

関する協議を行いま

す。 

協議・検討経過を踏

まえて放課後子ども教室

の充実、学童クラブの増

設等総合的な放課後

対策の強化に向けた体

制整備に取り組みまし

た。 

Ａ 継続して実施します。 
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基本目標① 子どもの最善の利益を優先します 

方向性（１）子どもの豊かな育ちを育む場・機会の充実 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成 25年度実績） 

事業目標 

（平成 27～31年度） 

事業実績 

（平成 30年度） 

事業評価 

（平成 30年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

１３ 

コミュニティ会館事業【地域

活動推進課】 

幼児、小学生及び中高生を対象にスポーツを

通じた交流事業、文化を通じての交流事業、まつ

り・つどい事業等を行います。 

幼児、小・中学生を対

象に、スポーツを通じた交

流事業、文化を通じての

交流事業、まつり・つどい

事業等を全コミュニティ会

館（３館）で実施しま

した。 

指定管理者制度導

入に伴い、以下のサー

ビス等を提供し、事業

の充実を図ります。 

・中高生の居場所づく

り 

・異年齢集団活動支援 

・ボランティア活動体験等 

・子どもを取り巻く問題

へのサポート機能向上 

全コミュニティ会館の

指定管理者制度導入に

伴い、各種交流事業の

外、中高生対策事業、

異年齢間交流事業、ボ

ランティア活動体験などを

行い、また、サポート体

制の構築を全コミュニティ

会館（3 館）で実施し

ました。 

Ａ 全コミュニティ会館において、

より多年齢層間に渡る交流を

目標とした事業展開や、サポー

ト体制の拡充を図り、安心して

利用が出来る『子どもの居場

所』づくりを進めていきます。 

１４ 

学校の校庭開放【地域教育

支援課】 

子どもの遊び場を確保するため、区立小学校の

校庭を原則として毎日曜日の午前9時から午後5

時まで（10月～3月は午前10時から午後4時ま

で）開放します。 

区立小学校11校で実施 

・開放日数 

延358日 

・利用者数 

延10,108人 

学校の校庭開放事

業から放課後子ども教

室への移行を図りま

す。 

区立小学校7校で実施 

・開放日数 

延300日 

・利用者数 

延 6,720 人 

Ａ 引続き放課後子ども教室へ

の移行を図りつつ、実施してい

きます。 

１５ 

わんぱく天国【地域教育支

援課】 

押上公園内にあり、わんぱく広場、わんぱく砦等

子どもが自然にふれながら、のびのびと自由に冒険

的な遊びができる場で、プレイリーダーが常駐してい

ます。地域のボランティア団体の協力により、季節に

応じたさまざまなイベントを行います。 

利用者数 

延34,309人 

継続して実施します。 利用者数 

延 29,485 人 

Ａ 継続して実施します。 
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基本目標① 子どもの最善の利益を優先します 

方向性（１）子どもの豊かな育ちを育む場・機会の充実 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成 25年度実績） 

事業目標 

（平成 27～31年度） 

事業実績 

（平成 30年度） 

事業評価 

（平成 30年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

１６ 

農山村生活体験事業【地

域教育支援課】 

（山形県高畠町との交流） 

夏休みに墨田区の小学生が自然体験教室とし

て高畠町を訪問し、秋には高畠町の地域の人たち

や子どもたちが墨田区を訪問します。 

（こども自然体験） 

平成24年度より実施。自然の中で小中学生の

交流を図ることを目的とし、茨城県県北地域で実

施しています。 

・高畠町との交流 

参加者数 

墨田→高畠 ：29人 

高畠→墨田 ：32人 

・こども自然体験 

参加者数 40人 

継続して実施します。 ・高畠町との交流 

参加者数 

墨田→高畠：20人 

高畠→墨田：30人 

・こども自然体験 

参加者数 32人 

Ａ ・山形県高畠町との交流を継

続して実施します。 

・こども自然体験を継続して実

施します。 

１７ 

科学教室【地域教育支援

課】 

小中学生を対象に、実験やフィールドワークを通

して、環境問題、命の尊さを学習する科学教室を

実施し、科学的能力の育成・向上を図ります。 

参加者数 

・小学生 126人 

・中学生 27人 

継続して実施します。  その他 ※土曜授業の増加に伴い応

募者数が減少する傾向にある

ため「子どもすみだ博士セミナ

ー」「親子で楽しむサイエンス教

室」等代替事業に置き換える

こととし本事業は平成27年度

をもって廃止しました。 

１８ 

サブ・リーダー講習会【地域

教育支援課】 

・夏期は、小学校5・6年生を対象に、子ども会等

のグループ活動のリーダーとしての基礎的な知識や

技術を習得します。 

・冬期は、小学校4～6年生を対象に、野外活動

実習や宿泊研修を通し、自然との触れ合いや集

団生活の楽しさを体験します。 

参加者数 

・夏期 42人 

・冬期 61人 

継続して実施します。 参加者数 

・夏期 54人 

・冬期 74人 

Ａ 継続して実施します。 

１９ 

ジュニア・リーダー研修会【地

域教育支援課】 

青少年の健全育成及び子ども会の活性化を図

るため、中学1年生から高校3年生までを対象に、

研修会を通じて子ども会の行事の企画・運営の知

識、レクリエーション指導の技術などを習得します。 

・研修生数 49人 

・研修会実施 11回 

・指導実習 6回 

継続して実施します。 ・研修生数 66人 

・研修会実施 11回 

・指導実習 6回 

Ａ 継続して実施します。 
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基本目標① 子どもの最善の利益を優先します 

方向性（１）子どもの豊かな育ちを育む場・機会の充実 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成 25年度実績） 

事業目標 

（平成 27～31年度） 

事業実績 

（平成 30年度） 

事業評価 

（平成 30年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

２０ 

少年団体の育成【地域教育

支援課】 

少年団体の自主的な活動に対し、必要に応じ

て専門的・技術的な助言等の援助を行うことによ

り、各少年団体の育成及び活動の充実を図りま

す。 

墨田区少年団体連合会

加盟団体数 

90団体 

継続して実施します。 墨田区少年団体連合

会加盟団体数 

76団体 

Ａ 継続して実施します。 

２１ 

若年者就職サポート事業

【経営支援課】 

39歳以下の若年求職者を対象に個別キャリアカウ

ンセリング、就職活動支援セミナー、高校生就労

支援、企業見学会などを実施します。 

・個別相談 

537人 

・セミナー 

18回 193人 

・高校生支援 

2回 203人 

・企業見学会等 

9回 62人 

継続して実施します。 ・個別相談 

570人 

・スキルアップセミナー 

１回 ８人 

・企業見学ツアー 

３回 45人 

Ａ 対象を39歳以下の若年求職

者からその親族と子育て世代

等の女性まで拡充。 

・個別相談を毎週月曜日から

金曜日、原則第２・４土曜日

（祝日・年末年始除く）の13

時から17時に実施。 
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基本目標① 子どもの最善の利益を優先します 

方向性（２）子どもの生きるための基礎的な力を育成する環境の整備 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成 25 年度実績） 

事業目標 

（平成 27～31年度） 

事業実績 

（平成 30 年度） 

事業評価 

（平成 30 年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

２２ 

国際理解教育の推進◎【指

導室】 

国際社会の中で日本人として自覚をもち、世界

の人々と文化を互いに理解し合い、交流できる資

質を育てるため、外国人講師の派遣など、国際理

解教育を推進します。 

外国人講師を派遣し

ました。 

・新学習指導要領に

基づいて、英語教育の

充実を図ります。 

・墨田区中学生海外

派遣事業を実施し、ホ

ームステイ等を通して、

英語教育の学習成果

を生かすとともに、国際

社会で活躍できる人

材を育成します。 

外国人講師を派遣す

る時数を小学校３・４

学年は年間 18 時間、

５・６学年は年間 35

時間配置した。中学校

は 27 時間とし、英語教

育・国際理解の充実を

図りました。 

区立中学校 2 学年の

生徒 20名がオーストラリ

アを訪問し、ホストファミリ

ー等と交流し英語力が

向上しました。 

中学２年生を対象に

東京グローバル・ゲートウ

ェイに派遣し、英語の体

験学習を行いました。 

Ａ 外国語の教科の移行期間

のため、外国人講師を派遣す

る時数を小学校３・４学年は

年間20時間、小学校５・６

学年は年間37時間に増加し

ます。（全体授業時間は55

時間） 

区立中学校の海外派遣に

向けて、事前研修では英語力

を高める研修を充実する。ま

た、ICT機器のテレビ電話等を

活用し、海外派遣生以外の

生徒も現地校の生徒と交流し

ます。 

中学２年生を対象に東京

グローバル・ゲートウェイに派遣

し、英語の体験学習を行いま

す。 
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基本目標① 子どもの最善の利益を優先します 

方向性（２）子どもの生きるための基礎的な力を育成する環境の整備 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成 25 年度実績） 

事業目標 

（平成 27～31年度） 

事業実績 

（平成 30 年度） 

事業評価 

（平成 30 年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

２３ 

いじめ防止対策の推進◎

【庶務課、指導室】 

「墨田区いじめ防止対策推進条例」に基づき、

いじめ防止対策基本方針やプログラムを作成し、

保護者、地域、事業者等の連携の下、地域社会

全体でいじめの防止、早期発見、早期対応の取

組を強化します。 

― 

いじめ防止対策を

総合的・効果的に推

進します。 

協議会や専門委員会

を開催し、いじめについて

の現状や課題対策につ

いて議論しました。 

「墨田区いじめ防止基

本方針」及び、「墨田区

教育委員会いじめ防止

プログラム」に基づきいじ

めの授業(年間 3 回)、

SC（スクールカウンセラ

ー）による面談等を全

小中学校で実施しまし

た。 

学校便り等に｢すみだい

じめ防止の日｣を記載

し、意識啓発を図りまし

た。 

７月に教職員に「いじ

めをしない、させない・学

級づくり」のリーフレットを

配布しました。 

Ａ 「いじめに関する授業」、「い

じめに関する研修」を年間３回

全小・中学校で実施し、いじめ

の未然防止、早期発見、早期

対応に努めます。 

毎月10日を「すみだ いじめ

防止の日」とし、いじめ防止の

啓発を図ります。 

学校で早期発見ができるよ

うにするために、学校生活アン

ケートの書式を児童生徒から

相談しやすい内容に改善しま

す。 
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基本目標① 子どもの最善の利益を優先します 

方向性（２）子どもの生きるための基礎的な力を育成する環境の整備 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成 25 年度実績） 

事業目標 

（平成 27～31年度） 

事業実績 

（平成 30 年度） 

事業評価 

（平成 30 年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

２４ 

特色ある学校づくり【指導

室】 

・各学校が地域や児童・生徒の実態に応じて展開

している、特色ある学校づくりのための研究活動を

推進します。 

・成果は地域に発表していきます。 

・区立小学校 10校 

・区立中学校 4校 

・区立幼稚園 2園 

内容について、より

精選を図り、墨田区の

課題に対応したものに

し、取組の充実を図り

ます。 

平成 31 年 1 月リバー

サイドホールにて、各学

校による特色ある学校づ

くり事業として、1 年間研

究してきたテーマについて

研究発表会を実施しま

した。内容は、新学習指

導要領に明記された「主

体的・対話的で深い学

び」に関する授業改善、

「思考力・表現力の育

成」、健康教育の推進

等、墨田区の課題に対

応した内容としています。 

Ａ 引続き指定を した学校

（園）は、今日的教育課題に

ついて特化した内容やそれぞれ

の学校における特色ある教育

活動について実践・研究し、そ

の成果を公開発表します。 

・区立小学校 9校 

・区立中学校 ２校 

・区立幼稚園 １園 
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基本目標① 子どもの最善の利益を優先します 

方向性（２）子どもの生きるための基礎的な力を育成する環境の整備 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成 25 年度実績） 

事業目標 

（平成 27～31年度） 

事業実績 

（平成 30 年度） 

事業評価 

（平成 30 年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

２５ 

道徳教育の推進【指導室】 

豊かな心をもち、人間としての生き方の自覚を

促し、道徳性を身につけた児童・生徒を育成する

ための道徳教育を推進します。 

全区立小・中学校で、

道徳授業地区公開講座

を開催しました。 

・充実を図ります。 

・新学習指導要領に

基づき、小学校は平

成30年度中学校は

平成31年度から、道

徳の教科化をします。 

全区立小中学校で、

道徳授業地区公開講

座を開催しました。 

また、平成 30年度より

小学校は道徳が教科化

され、教科書を使用した

授業となるため、道徳推

進教師を中心に授業づ

くりや評価の研修を進め

ました。 

東京都教育委員会道

徳教育推進拠点校の指

定を受けている小学校

１校と中学校１校が道

徳教育推進教師連絡

会で実践発表を行いま

した。 

Ａ 引続き家庭・学校・地域社

会が一体となった道徳教育を

推進するために道徳授業地区

公開講座を実施し、全学校全

学級において道徳の時間の公

開をします。 

中学校では今年度からの教

科化を踏まえ、各校への還元

可能な具体的で実践的な内

容の連絡会を実施し、授業の

充実に努めます。 



 

16 

 

基本目標① 子どもの最善の利益を優先します 

方向性（２）子どもの生きるための基礎的な力を育成する環境の整備 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成 25 年度実績） 

事業目標 

（平成 27～31年度） 

事業実績 

（平成 30 年度） 

事業評価 

（平成 30 年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

２６ 

体験的な活動を取り入れた

学習の展開【学務課、指導

室】 

・児童・生徒の生きる力を育むため、総合的な学

習の時間や道徳教育、特別活動等におけるボラン

ティア活動や自然体験活動などを充実します。 

・移動教室や野外体験活動の充実を図ります。 

全区立小・中学校で

実施しました。 

充実を図ります。 ・宿泊を伴う移動教室や

野外体験活動を実施

し、充実を図りました。

【学務課】 

・全区立小中学校にて

ボランティア活動や自然

体験活動などを実施しま

した。 

また、日光移動教室の

充実を図るため、しおりの

改訂を行いました。。 

【指導室】 

Ａ ・引続き全区立小・中学校で

実施します。【学務課】 

・あわの移動教室の充実を図

るため、しおりの改訂を行いま

す。【指導室】 

２７ 

人権教育【指導室】 

同和問題の解決にあたるため、地域や学校の

実態に即して、同和教育を中心に据えた人権教

育の推進を図るとともに、あらゆる偏見や差別をな

くす人権教育を推進します。 

全区立小中学校・幼

稚園で実施しました。 

充実を図ります。 全区立小中学校・幼

稚園で実施しました。 

小中学校で路上生活

者への偏見・差別の解

消を図る特別授業を年

間 3 回、長期休業前に

実施しました。 

平成３１年２月に人権

尊重教育推進校の指定

３校による合同実践報

告会を実施しました。 

Ａ ・引続き全区立小・中学校・

幼稚園で実施します。 

・引続き小・中学校で路上生

活者への偏見・差別の解消を

図る特別授業を年間3回、長

期休業前に実施するとともに、

人権教育推進連絡協議会を

年間３回実施し、人権教育を

推進します。 
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基本目標① 子どもの最善の利益を優先します 

方向性（２）子どもの生きるための基礎的な力を育成する環境の整備 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成 25 年度実績） 

事業目標 

（平成 27～31年度） 

事業実績 

（平成 30 年度） 

事業評価 

（平成 30 年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

２８ 

帰国・外国人等児童生徒の

ための日本語指導【指導

室】 

・帰国・外国人児童生徒のために、該当中学校に

日本語指導の教師を加配し、日本語指導を行い

ます。 

・錦糸小学校に墨田区帰国・外国人児童生徒学

習支援教室（すみだ国際学習センター）を設置

し、専門家が学校や社会生活への円滑な適応を

図るとともに学習支援を行います。 

２校で実施しました。 充実を図ります。 外国につながる児童

生徒のために、通訳派

遣やすみだ国際学習セ

ンターの通室等学習支

援を図りました。 

外国につながる児童が

中学校に入学する際

に、小学校での学習状

況を確認できるシートを

作成しました。 

Ａ 通訳派遣登録者を拡充す

るとともに、引き続き、児童・生

徒、保護者、学校のニーズに

応じた派遣等を実施します。 

２９ 

情報教育の推進【指導室】 

児童・生徒が主体的に情報を選択・活用する

能力を育てるため、コンピュータを活用した教育や

SNSの適正な利用等を推進します。 

全区立小・中学校で

実施しました。 

充実を図ります。 情報機器を活用した

授業づくりを推進しまし

た。また、SNS の利用ル

ール化を学校教育の中

で見直し、改善を図りま

した。 

Ａ ・引続き ICT を活用した授業

改善を全校で実施します。 

・プログラミング教育や情報モラ

ルの充実に向けて、モデル校に

よる研究、取組の発表を行い

ます。 

３０ 

学校運営連絡協議会の設

置と運営【指導室】 

全学校に学校運営連絡協議会を設置し、学

校の課題や教育効果を地域に発信するとともに、

地域の意見を積極的に取り入れ、開かれた学校づ

くりを推進します。 

教育委員と小学校・

学校運営連絡協議会会

長との懇談会を実施しま

した。 

学校と地域との協

働に向けた充実を図り

ます。 

全区立小中学校・幼

稚園で学校運営連絡協

議会を設置し、年間 3

回以上実施しました。 

Ａ 引続き、区立全小・中学

校、幼稚園で設置し、開かれ

た学校づくりを推進します。 
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基本目標① 子どもの最善の利益を優先します 

方向性（２）子どもの生きるための基礎的な力を育成する環境の整備 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成 25 年度実績） 

事業目標 

（平成 27～31年度） 

事業実績 

（平成 30 年度） 

事業評価 

（平成 30 年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

３１ 

学力向上「新すみだプラン」

推進事業【すみだ教育研究

所】 

児童・生徒の学力向上に資するため、区で統一

した「学習状況調査」を実施し、その結果を踏まえ

て各学校が自校の指導方法を見直すとともに、自

校の児童・生徒の実態に応じた具体的な対応を

図っていきます。 

「墨田区学力向上３

か年計画」に基づき、新

たな学習状況調査結果

の分析と提言を報告書と

して発行したほか、「放課

後すみだ塾」、「すみだチ

ャレンジ教室（長期休業

中の補習教室）」など新

規事業を実施し学力向

上を図りました。 

充実を図ります。 「墨田区学力向上新

３か年計画」に基づき、

学習状況調査結果をも

とに、各小・中学校の学

力向上に関する取組を

進めました。 

全校で復習のための

教材、指導方法のポイン

トを示した教材等を活用

するほか、放課後学習を

実施し、基礎・基本の定

着を図りました。 

Ａ ・「学習状況調査」の結果を踏

まえて、「墨田区学力向上新3

か年計画（第2次）」を策定

します。 

・各学校に対して授業改善に

向けた具体的な方策を示すと

ともに、取組への支援を行いま

す。 

・引続き「放課後学習の支

援」、「すみだチャレンジ教室」

等を実施し、確かな学力の定

着を図ります。 
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基本目標① 子どもの最善の利益を優先します 

方向性（２）子どもの生きるための基礎的な力を育成する環境の整備 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成 25 年度実績） 

事業目標 

（平成 27～31年度） 

事業実績 

（平成 30 年度） 

事業評価 

（平成 30 年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

３２ 

幼保小中一貫教育の推進

【すみだ教育研究所】 

子どもたちの健全育成や学力向上を図るため、

幼稚園（保育所）、小学校、中学校の各課程

への移行を円滑に接続し、子どもたち一人ひとりの

発達に応じたきめ細かい教育を系統的・計画的に

進めていきます。 

「幼保小中一貫教育

推進計画」に基づき、全

区展開をスタート。一貫

教育巡回指導員及び一

貫教育推進員の配置に

よる人的支援のほか、

「幼保小中一貫教育フォ

ーラム」を開催し、各ブロ

ックの取組支援と推進を

図りました。 

新たな幼保小中一

貫教育推進計画を策

定して、内容の充実を

図ります。 

・ブロック（中学校区）

ごとに幼稚園・保育園・

認定こども 

園・小学校・中学校の教

員等が集まり、事業計

画を作成し、取組を進め

ました。また、年 2回、幼

保小中連絡協議会を開

催しました。（全１０ブ

ロック） 

・「幼保小中一貫教育フ

ォーラム」を実施し、保護

者及び地域住民に対し

ても、幼保小中一貫教

育の趣旨や取組を周知

しました。 

Ａ ・「墨田区幼保小中一貫教育

推進計画（平成３０年度～

平成３４年度）」に基づき、

引き続き、幼保小中連携体制

を整備・充実させ、異校種への

円滑な接続を図ります。 

・幼保小中一貫教育フォーラム

を開催します。 

・就学前幼児の保護者に小学

校すたーとブックを配布します。 

・小学校６年生に中学校入

学プレブックを配布します。 

３３ 

区立学校の適正配置【庶務

課】 

少子化に伴う区立小中学校の小規模化とこれ

に伴う教育上の諸問題を解消するため、区立小中

学校の統合による適正配置を行います。 

吾嬬第一中学校と立

花中学校を統合し、吾

嬬立花中学校の開校に

向け準備しました。「新た

な墨田区立学校適正配

置等実施計画」の見直

しを行いました。 

― 

 その他 

（実績なし） 

※平成25年9月に「新たな墨

田区立学校適正配置等実施

計画」の見直しを行い、予定し

ていた学校統廃合の実施を見

送りました。（計画終了） 
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基本目標① 子どもの最善の利益を優先します 

方向性（２）子どもの生きるための基礎的な力を育成する環境の整備 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成 25 年度実績） 

事業目標 

（平成 27～31年度） 

事業実績 

（平成 30 年度） 

事業評価 

（平成 30 年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

３４ 

学校ＩＣＴ化の推進【庶務

課】 

教職員に一人一台パソコンを整備するなど、校

務事務の効率化を図るとともに、児童・生徒のさら

なる学力向上や学習意欲の向上を図るため、電

子黒板等のICT機器を活用した「だれもがわかる

授業」を創出します。 

校務支援システムの安

定運用を図るとともに、電

子黒板の研修を行うな

ど、教員の ICT 活用能

力の向上を図りました。 

校務支援システムの

安定運用を図るととも

に、コンテンツの充実の

ほか、教員の ICT 活

用能力の向上や ICT

を活用した授業改善を

進めます。 

・校務の情報化の推進 

・全小中学校に電子黒

板、教員用タブレット、  

実物投影機（小学校の

み）を活用した授業の

実現 

・児童・生徒用端末の活

用及び研究（モデル

校） 

Ａ ・引続き ICT を活用した授業

改善を全校で実施します。 

・児童・生徒の一人一台の端

末活用を見据えて、モデル校に

よる活用・研究を行います。 

・次期校務支援システムの導

入に向けシステムの選定等を

行います。 

３５ 

５０５０プログラム【環境保

全課】 

学校内でのエネルギー使用量を減らす省エネ活

動推進プログラムを実施します。 

１校で実施しました。 区立小中学校2校を

実施する予定です。 

区立小学校 3校で実

施しました。それぞれの方

法で、全校ともに平成

29 年度よりもエネルギー

使用量を削減できた項

目があったため、環境に

供する物品を提供しまし

た。 

Ａ ２校で実施予定です。 

３６ 

環境学習の支援【環境保全

課】 

環境学習のための冊子を作成し、配布します。 ・自然生きものガイドマッ

プは、全小学校へ配布し

ました。 

・子ども向け冊子「環境プ

ログラムシリーズ」は、環

境イベントや環境ふれあ

い館にて配布しました。 

継続して実施します。 「すみだの自然と生き

ものガイドマップ」を増刷

し、区立小学校３年生

に配布しました。 

Ａ ・すみだの自然と生きものガイド

マップを、自然観察会及び小

学校３年生向けに配布しま

す。 

・子ども向け冊子「環境プログラ

ムシリーズ」は、イベント等で配

布します。 
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基本目標① 子どもの最善の利益を優先します 

方向性（２）子どもの生きるための基礎的な力を育成する環境の整備 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成 25 年度実績） 

事業目標 

（平成 27～31年度） 

事業実績 

（平成 30 年度） 

事業評価 

（平成 30 年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

３７ 

環境体験学習【環境保全

課】  

雨水、リサイクル、省エネ、自然生態体系などの

環境体験学習を実施します。 

・自然観察会 

・ヤゴ救出作戦 

・緑と花の学習園でのイ

ンターンシップ受け入れ 

・環境ふれあい館での環

境体験学習 

・森林整備体験 

・エコライフ講座 

・自然観察会 8回 

・ヤゴ救出作戦 17校 

（うち説明者派遣11

校） 

・ヤゴ生息作戦  7校 

・森林整備体験 

植林及び間伐 

定員15人 

・山の日イベント 

定員15人 

・エコライフ講座 15回 

・自然観察会 

9テーマ 10回  

延266人 

・ヤゴ救出作戦 19校 

（うち説明者派遣10校） 

・ヤゴ生息作戦 11校 

・森林整備体験 

植林 13人 

山の日イベント 14人 

間伐 ８人 

・環境体験学習 

夏休みすみだ環境プログラム

  11回 418人 

水の循環講座 

7回 185人 

星空観察出張講座 

5回 659人 

 エコライフ講座 

  10回 154人 

・環境企画展示 

  2回 2,104人 

Ａ ・自然観察会 

・ヤゴ救出作戦 

・森林整備体験 

・環境体験学習 

 夏休みすみだ環境プログラム 

 水の循環講座 

 星空観察出張講座 

 エコライフ講座 

・環境企画展示 

３８ 

資源循環学習【すみだ清掃

事務所】 

小学校4年生を対象にごみの分別、清掃車のし

くみ、リサイクルなどについての体験学習を行いま

す。 

10校 810名参加 15校 900人 12校 892 名参加 Ａ 20校 
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基本目標① 子どもの最善の利益を優先します 

方向性（３）子どもの心とからだの健康づくりの促進 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成 25年度実績） 

事業目標 

（平成 27～31年度） 

事業実績 

（平成 30年度） 

事業評価 

（平成 30年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

３９ 

幼稚園・小・中学校での食

育の推進◎【学務課、指導

室】 

各区立幼稚園・小・中学校において、栄養教諭

等が中心になって食育の充実を図ります。 

給食時に子どもたちに

栄養士が指導を行いまし

た｡食育リーフレットを作

成しました｡ 

栄養教諭（栄養

士）や食育リーダーを

中心に、区立幼稚園・

小中学校における食

育の推進を図ります｡ 

・各区立幼稚園・小・中

学校における食育の実

践について、年度末に報

告会を行い、実践報告

書にまとめるとともに、各

学校での取組を推進し

ました。【学務課】 

・各学校において、ふれ

あい給食等に取組みま 

した。【学務課】 

・年３回食育研修会を

行い、区立幼稚園、小・

中学校の栄養士、食育

リーダー等が参加しまし

た。【指導室】 

Ａ ・栄養教諭を中心に、区立

小・中学校における食育の推

進を図ります。【学務課】 

・食育のテーマを各幼稚園、

小・中学校に周知するととも

に、昨年度の実践例も参考

に、より充実した食育の取組に

繋げていく。【指導室】 
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基本目標① 子どもの最善の利益を優先します 

方向性（３）子どもの心とからだの健康づくりの促進 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成 25年度実績） 

事業目標 

（平成 27～31年度） 

事業実績 

（平成 30年度） 

事業評価 

（平成 30年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

４０ 

健康と体力向上の推進◎

【指導室】 

小中学校で体力テストを実施し、児童・生徒の

体力の状況を把握します。また、健康と体力に関

する冊子を作成し、学校での体力向上にむけた取

組を推進していきます。 

全区立小・中学校で

実施しました。 

充実を図ります。 ・全小中学校において体

力テストを実施し、全て

の学年において、体力合

計点が東京都の平均値

を上回っています。 

・児童・生徒の体力テス

トの課題を把握し、教員

の研究組織である体力

向上プロジェクト検討委

員会で補強運動や投力

が身に付く運動遊びの提

案を行いました。 

・特色ある体力・運動能

力向上の取組「一校

（園）一取組」「一学

級一実践」の充実を図っ

てきました。 

Ａ ・体力向上検討委員会が中

心となり、体力テストのデータを

分析し、「一校（園）一取

組」「一学級一実践」を充実さ

せます。 

・各校の体力向上プランを作

成し、体力向上の充実を図り

ます。 

４１ 

思春期相談【本所保健セン

ター】 

不登校､ひきこもり､家庭内暴力、人間関係等

の思春期における不安や悩みなどに関する思春期

相談の充実を図ります。 

・相談回数 

24回 52人 

・思春期講演会 

2回 延24人 

区民及び関係機関

への周知を図り、各事

業の充実を図ります。 

区民及び関係機関へ

の周知を図り、各事業の

充実を図りました。 

・相談回数 

24回 33人 

・思春期講演会 

1回 15人 

 

Ａ ・相談回数 24回 

・思春期講演会 1回 
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基本目標① 子どもの最善の利益を優先します 

方向性（３）子どもの心とからだの健康づくりの促進 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成 25年度実績） 

事業目標 

（平成 27～31年度） 

事業実績 

（平成 30年度） 

事業評価 

（平成 30年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

４２ 

エイズ及び性感染症等に関

する性教育【保健予防課】 

・学齢期の子どもに、エイズ及び性感染症に対する

正しい理解と感染を予防するための教育を推進し

ます。 

・エイズ教育の基盤となる、人間尊重や男女平等

の精神に基づく性教育の一層の充実を図ります。 

エイズ教育の参考とし

てもらうため、養護教諭を

対象に中学校保健部会

の研修会として講演会を

実施しました。（8月27

日：10名） 

講演会に参加した

保育園及び教育委員

会事務局等の職員を

通じ、子どもへのエイ

ズ・性感染症のまん延

防止、患者・感染者に

対する理解と予防に関

する正しい知識の普及

啓発を図ります。 

エイズ等の感染症に

対する理解を深め適切

な対応や支援を行うこと

を目的として、職員を対

象に講演会を開催しまし

た（平成31年3月開催

20名）。 

Ａ エイズ・性感染症のまん延防

止、患者・感染者に対する理

解と予防に関する正しい知識

の普及啓発を図ります。 

４３ 

喫煙、飲酒、薬物乱用等へ

の対策【保健計画課、向島

保健センター、本所保健セン

ター、指導室】 

・学齢期の子どもの喫煙、飲酒、薬物乱用等の健

康阻害行動に対する正しい理解と問題行動の改

善を図るため、多様な機会を通じて啓発活動を推

進します。 

・東京都薬物乱用防止推進墨田地区協議会

が、学校や地域団体等へ出向き薬物乱用につい

ての講義を実施し、また中学生を対象に薬物乱用

防止ポスター・標語を募集し表彰を行います。区は

同協議会を支援し、薬物乱用防止の啓発事業を

推進します。 

・小学校5年生または6

年生を対象とし、たばこに

関するリーフレットを配布

しました。 

（薬物乱用防止ポスタ

ー・標語の応募数） 

・ポスター 178点 

・標語 785点 

・薬物乱用防止の啓発

事業 (セーフティ教室

等)は、全小・中学校で

実施しました。 

小中学校へたばこの

害についてのリーフレッ

トを配布し、未成年者

への喫煙防止対策を

推進します。また、学

校との連携、東京都

薬物乱用防止推進墨

田地区協議会への支

援を進め、啓発の充

実を図ります。 

区立小学校高学年に

対し、たばこ関するリーフ

レットを配布しました。ま

た、がんに関する授業の

中でも、たばこの影響に

ついて学習の機会を設け

ました。 

・薬物乱用防止の啓発

事業(セーフティ教室等) 

を小中学校で実施・薬

物乱用防止ポスター・標

語の応募数） 

・ポスター 362点 

・標語 1979点 

・ポスター・標語作品展 

・薬物乱用防止教室 

全小・中学校、一部の

高校で実施しました。 

Ａ ・小学校へたばこの害について

のリーフレットを配布し、未成年

者への喫煙防止対策を推進し

ます。 

・学校との連携、東京都薬物

乱用防止推進墨田地区協議

会への支援を進め、啓発の充

実を図ります。 
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基本目標① 子どもの最善の利益を優先します 

方向性（３）子どもの心とからだの健康づくりの促進 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成 25年度実績） 

事業目標 

（平成 27～31年度） 

事業実績 

（平成 30年度） 

事業評価 

（平成 30年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

４４ 

教育相談事業【すみだ教育

研究所】 

教育上の諸問題の相談（ひきこもり・不登校・

暴力等）、親子間の問題の相談、子ども自身の

悩み事の相談に対応します。 

来室相談件数 110件 継続して実施します。  個別事案に応じた相

談について、臨床心理

士等が適切に対応しまし

た。 

・相談登録件数 

190件 

・終結件数 93件 

（終結率：48.9％） 

Ａ 継続して実施します。 

４５ 

スクールカウンセラーの配置

【指導室】 

小中学校にスクールカウンセラー（SC）を配置

し、いじめや不登校等の未然防止、改善・解決及

び学校内の教育相談体制等の充実を図ります。 

・区立小学校 25校 

・区立中学校 10校 

継続して実施します。 ＳＣによる相談は、小

学校 21,426 件、中学

校 10,966 件、合計

32,392 件の相談があり

ました。 

Ａ 全小・中学校に都費ＳＣを

配置し、いじめや不登校等の

未然防止、改善・解決並びに

学校内の教育相談体制等の

充実を図ります。 

４６ 

スクールサポート事業【指導

室】 

すみだスクールサポートセンターに派遣指導員を

配置し、学校・家庭・関係機関の連携の下、不登

校や課題のある児童・生徒の学習指導、生活指

導、教育相談等の支援や保護者及び学校への援

助を行います。 

相談件数 計532件 継続して実施します。 すみだスクールサポート

センターにて、相談員が

各種の相談に対応し、

学校・家庭・関係機関の

連携の下、不登校や課

題のある児童・生徒の学

習指導、生活指導、教

育相談等の支援や、保

護者及び学校への援助

を行いました。（相談件

数：1,398件） 

Ａ すみだスクールサポートセンタ

ーに不登校対策相談員を配

置し、指導主事と学校訪問

し、不登校早期解消を図るた

め、助言します。 

指導員を配置し、学校・家

庭・関係機関の連携のもと、不

登校や問題を起こす児童・生

徒の学習指導、生活指導、教

育相談等の支援や、保護者

及び学校への援助を行いま

す。 
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基本目標① 子どもの最善の利益を優先します 

方向性（３）子どもの心とからだの健康づくりの促進 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成 25年度実績） 

事業目標 

（平成 27～31年度） 

事業実績 

（平成 30年度） 

事業評価 

（平成 30年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

４７ 

ステップ学級【指導室】 

さまざまな理由により長期間学校を欠席している

児童・生徒に対し、学校への復帰ができるよう、相

談活動や学習指導を行います。 

通級児童・生徒数34人 継続して実施します。 長期間学校を欠席し

ている児童・生徒が、学

習や体験活動を通して

学校復帰をめざして指

導・援助を行いました。

45名が通級し、36名が

学校復帰（進学含む）

しました。 

Ａ 不登校状態の児童・生徒に

対し、学校への復帰ができるよ

う、学習指導を行います。 
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基本目標② 保育の量的整備のみならず、保育の質を重複します 

方向性（１）親と子の健康づくりの推進 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成 25 年度実績） 

事業目標 

（平成 27～31年度） 

事業実績 

（平成 30 年度） 

事業評価 

（平成 30 年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

４８ 

乳児家庭全戸訪問事業

（こんにちは赤ちゃん事業）

◎★【保健計画課、向島保

健センター、本所保健センタ

ー】 

・新生児及び生後120日以内の乳児に対して、

訪問により発育、栄養、生活環境等の育児指導

を行います。 

・障害の早期発見・早期対応だけでなく、育児不

安の解消や虐待の未然防止・早期発見に努めま

す。 

指導件数 

・新生児訪問 1,863人 

・未熟児訪問 25人 

・乳児訪問 75人 

・妊産婦訪問 264人 

訪問率100％を目

標にし、病院や産院と

の連携を強化し、訪問

指導の充実を図りま

す。 

・訪問率：93.4％ 

・訪問件数：2,311 件 

・乳児健診対象者数 

2,475 人 

（電話や手紙でも訪問

約束ができない場合は、

直接家庭訪問をします。

不在の場合は、2 か月

児学級、育児相談、乳

児健診などさまざまな事

業を通じて経過を把握し

ています。） 

 

指導件数（延） 

【向島保健センター】 

・新生児訪問 920 人 

・未熟児訪問 9人 

・乳児訪問 63人 

・妊産婦訪問 166 人 

【本所保健センター】 

・新生児訪問 1,391人 

・未熟児訪問 32人 

・乳児訪問 96人 

・妊産婦訪問 302 人  

Ａ 訪問率100％を目標にし、

病院や産院との連携を強化

し、訪問指導の充実を図りま

す。 
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基本目標② 保育の量的整備のみならず、保育の質を重複します 

方向性（１）親と子の健康づくりの推進 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成 25 年度実績） 

事業目標 

（平成 27～31年度） 

事業実績 

（平成 30 年度） 

事業評価 

（平成 30 年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

４９ 

小児医療体制の充実・確保

◎【保健計画課】 

・祝日、日曜日及び年末・年始の午前9時から午

後9時30分まで、墨田区休日応急診療所（すみ

だ福祉保健センター内）を開設し、内科・小児科

の応急診療に対応します。 

・平日の夜間（午後7時から午後9時45分ま

で）、すみだ平日夜間救急こどもクリニック（同愛

記念病院1階救急外来内）において、小児専門

の初期救急診療を行います。 

墨田区休日応急診療所 

・診療日数 71 日 

・小児科受診者数 

2,748 人 

小児初期救急平日夜間診療 

・診療日数 243日 

・受診者数 570人 

一層の周知と充実

を図ります。 

墨田区休日応急診療所 

・診療日数 73日 

・小児科受診者 

2,670 人 

小児初期救急平日夜間診療 

・診療日数 244 日 

・受診者数 655 人 

Ａ 墨田区休日応急診療所 

・診療日数 76日 

小児初期救急平日夜間診療 

・診療日数 240 日 

５０ 

食育啓発・推進事業◎【保

健計画課、向島保健センタ

ー、本所保健センター、子ど

も施設課】 

・次世代の命を育む妊婦に、必要な栄養の知識を

普及するため、出産準備クラスの際に、妊娠中の

食事についての講義を行い、望ましい食習慣を身

につけるための指導を行います。 

・乳幼児から望ましい食生活を身につけることがで

きるよう、健診時等に集団及び個別の食育（栄

養指導）を行い、情報・知識の普及を図ります。 

・保育園の園児に対し、豊かな食の体験を通して

食育を行います。 

・墨田区食育推進計画に基づき、区民・民間団

体等の主体的な活動と地域の特性を生かした総

合的な食育を推進し、区民・地域団体・NPO・企

業・区の協働による食育の普及啓発を図ります。 

・地域団体「すみだ食育goodネット」との協働で、

食育推進のためのネットワークづくりと地域における

食育力の向上を図ります。 

出産準備クラスの食育 

20回 182人 

こども料理教室 

1回9組18人 

食育イベント（６月） 

「手間かけて すみだ食育 

てんこもり2013」  

参加者 4,970人 

食育シンポジウム  

参加者 211人 

すみだ食育推進リーダー

育成講習会 

修了生 19人 

親子食育講座 

1回 50組 

保育園の食育 

野菜の栽培、調理保

育等全園で実施 

充実を図ります。 

（区民、地域団体、

事業者 、 NPO 、 企

業、大学、区等の関

係者による協働のネッ

トワークの構築により、

食育に関する情報を

共有し、協創の食育

活動を推進します。） 

出産準備クラスの食育 

 21回 214 人 

こども料理教室 

 1回 14組 30人 

食育イベント 

・すみだ食育フェス 2018 

参加者 22,346 人 

・食育シンポジウム 

参加者 350 人 

・地産都消プロジェクト 

  参加者 282 人 

保育園の食育 

野菜の栽培、調理保

育等を全園で実施 

Ａ 【保健計画課、向島保健セン

ター、本所保健センター】 

出産準備クラスの食育 21回 

こども料理教室 1回 

食育イベント 

・すみだ食育フェス2019「食育

でみんながつくる 笑顔の環」

開催に参加 

・地産都消プロジェクト 

（1回） 

・食育シンポジウム 

【区立保育園】 

（保育園の食育） 

野菜の栽培、収穫、調理保育

等全園で実施。 

保護者へ「食」の大切さを周知

し食育を推進する。 
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基本目標② 保育の量的整備のみならず、保育の質を重複します 

方向性（１）親と子の健康づくりの推進 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成 25 年度実績） 

事業目標 

（平成 27～31年度） 

事業実績 

（平成 30 年度） 

事業評価 

（平成 30 年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

５１ 

親子健康手帳の交付【保健

計画課、向島保健センター、

本所保健センター、子育て

支援総合センター】 

親子健康手帳の内容の充実と活用の推進を図

り、安心して妊娠期を過ごし、出産を迎えることが

できるよう支援します。 

親子健康手帳交付数 

2,609件 

継続して実施します。 親子健康手帳交付数 

2,867 件 

 

Ａ 継続して実施します。 

５２ 

妊婦健康診査★【保健計

画課、向島保健センター、本

所保健センター】 

妊娠・出産に影響を及ぼす異常､妊娠に付随し

て起こる異常の有無を早期に発見し､ 適切な指

導を行い､母体の健康保持と胎児の順調な発育

を図るため、妊娠中に健診を実施します。 

妊婦健康診査受診数 

・1回目 2,316人 

・2回目～14回目 

延べ22,499人 

さらに受診を喚起

し、妊娠中の健康管

理を促します。 

妊婦健康診査受診数 

・1回目 2,576 人 

・2回目～14回目 

 延 25,976 人 

   Ａ 継続して実施します。 

５３ 

妊婦歯科健康診査事業

【保健計画課】 

・妊産婦の歯と口の健康の保持増進と、胎児の健

全な発育を図るために妊産婦を対象に歯科健康

診査を実施します。 

・回数は、産前あるいは産後1年以内に1回、区が

発行する「妊産婦歯科健康診査票」を持参し、区

内の歯科医療機関で受診します。 

受診者数 741人 

受診率 29.4％ 

受診者数の増加と

事業の充実を図りま

す。 

受診者数 1,008 人  

（受診率 36.3％） 

   Ａ 継続して実施します。 
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基本目標② 保育の量的整備のみならず、保育の質を重複します 

方向性（１）親と子の健康づくりの推進 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成 25 年度実績） 

事業目標 

（平成 27～31年度） 

事業実績 

（平成 30 年度） 

事業評価 

（平成 30 年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

５４ 

乳児健康診査【保健計画

課、向島保健センター、本所

保健センター】 

・乳児の健康の保持や増進を図るため、乳児健康

診査を実施します。 

・生後3・4か月児は保健センターで、6・9か月児

は医療機関において健診を行います。 

・産後うつのスクリーニング検査を実施し、必要に応

じて専門相談を行います。 

3・4か月児健診 

・受診者数 2,107人 

・受診率 98.4％ 

6か月児健診 

・受診者数 1,905人 

・受診率 89.0％ 

9か月児健診 

・受診者数 1,837人 

・受診率 85.8％ 

・受診を喚起します。 

・産後うつの早期発

見・予防をめざします。 

3・4 か月児健診 

【向島保健センター】 

受診者数 955 人 

（受診率 98.0％） 

【本所保健センター】 

受診者数 1,439 人 

（受診率 95.9％） 

6 か月児健診 

受診者数 2,287 人 

（受診率 92.4％） 

9 か月児健診 

受診者数 2,285 人 

（受診率 92.3％） 

Ａ ３～４か月児健診 

【向島保健センター】 

36回 

【本所保健センター】 

36回 

 

6か月児・9か月児検診 

医療機関において実施 
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基本目標② 保育の量的整備のみならず、保育の質を重複します 

方向性（１）親と子の健康づくりの推進 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成 25 年度実績） 

事業目標 

（平成 27～31年度） 

事業実績 

（平成 30 年度） 

事業評価 

（平成 30 年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

５５ 

１歳６か月児健康診査・３

歳児健康診査【保健計画

課、向島保健センター、本所

保健センター】 

・身体面、行動面、心理面、歯科等の健康診査

と指導を行います。 

・孤立していたり、親のメンタル面に問題がある場合

は、他機関と連携してフォロー  を行います。 

1歳6か月児健診（医

療機関委託分） 

・受診者数 1,828人 

・受診率 92.0％ 

 

3歳児健診 

・受診者数 1,798人 

・受診率 93.4％ 

受診を喚起します。 1歳6か月児健診 

【向島保健センター】 

受診者数953人 

（受診率 95.2％） 

【本所保健センター】 

受診者数1,252人 

（受診率 92.9％） 

 

3歳児健診 

【向島保健センター】 

受診者数963人 

（受診率98.4％） 

【本所保健センター】 

受診者数1,131人 

（受診率95.6％） 

 

1歳6か月児健診 

（医療機関委託分） 

受診者数 2,227人 

（受診率94.8％） 

Ａ 1歳6か月児健診 

・内科健診を医療機関におい

て実施 

・内科健診以外を両保健セン

ターで実施 

【向島保健センター】 

24回 

【本所保健センター】 

30回 

 

3歳児健診 

【向島保健センター】 

24回 

【本所保健センター】 

30回 

５６ 

育児相談・出張育児相談

【向島保健センター、本所保

健センター】 

保健センター・児童館・子育てひろばで、保健師

が出張相談を行います。必要に応じて、栄養相

談、健康教育も実施します。 

保健センター内育児相談 

【本所保健センター】 

年12回360組 

【向島保健センター】 

年20回979組 

出張育児相談 

【本所保健センター】 

７か所48回1,301組 

【向島保健センター】 

７か所29回348組 

関係機関との連携

を図り、相談内容の充

実を図ります。 

保健センター内育児相談 

【向島保健センター】 

年 22回 

【本所保健センター】 

年 12回 

 

 

Ａ 育児相談 

【本所保健センター】 

年12回  

【向島保健センター】 

年22回 
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基本目標② 保育の量的整備のみならず、保育の質を重複します 

方向性（１）親と子の健康づくりの推進 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成 25 年度実績） 

事業目標 

（平成 27～31年度） 

事業実績 

（平成 30 年度） 

事業評価 

（平成 30 年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

５７ 

アレルギー健診【向島保健セ

ンター、本所保健センター】 

・乳児健診、1歳6か月児健診、3歳児健診、育

児相談の結果において、必要と認められた乳幼児

を対象に、アレルギー健診を実施します。 

・適切な指導を行うことで、気管支ぜん息などのア

レルギー性疾患発症の未然予防を図ります。 

・必要に応じ相談を行います。 

アレルギー健診 

【本所保健センター】 

12回受診者数37人 

【向島保健センター】 

12回受診者数33人 

アレルギー教室 

【本所保健センター】 

年1回2日制 

相談者数16人 

【向島保健センター】 

年1回2回制 

受診者数 37人 

アレルギー性疾患に

ついての知識を普及

し、予防に努めます。 

【向島保健センター】 

12回 

受診者数 27人 

【本所保健センター】 

12回 

受診者数 31人 

Ａ アレルギー健診 

【本所保健センター】 

12回 

【向島保健センター】 

12回 
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基本目標② 保育の量的整備のみならず、保育の質を重複します 

方向性（１）親と子の健康づくりの推進 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成 25 年度実績） 

事業目標 

（平成 27～31年度） 

事業実績 

（平成 30 年度） 

事業評価 

（平成 30 年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

５８ 

歯科衛生相談【向島保健セ

ンター、本所保健センター】 

保健センターの歯科衛生相談室において、歯み

がき教室、定期歯科健診、歯科予防処置を実施

し、歯科保健思想の普及と歯科疾患の予防に努

めます。 

歯みがき教室 

108回 1,350人 

定期歯科健診 

72回 1,890人 

予防処置 

231回 1,863人 

保健指導 

 1,890人 

継続して実施します。 歯みがき教室 

【向島保健センター】 

48回 410 人 

【本所保健センター】 

60回 657 人 

定期歯科健診 

【向島保健センター】 

36回 453 人 

【本所保健センター】 

36回 665 人 

予防処置 

【向島保健センター】 

94回 671 人 

【本所保健センター】 

119回 910 人 

保健指導 

【向島保健センター】 

453人 

【本所保健センター】 

665人 

Ａ 歯みがき教室 

108回 

 

 

 

 

定期歯科健診 

72回 

 

 

 

予防処置 

219回  

 

 

 

 

保健指導 

1,100人 

５９ 

子どもの事故防止のための

啓発活動の推進【向島保健

センター、本所保健センター】 

・誤飲、転落・転倒、やけど等子どもの事故防止対

策を推進するため、相談体制を整備します。 

・乳児健診等の機会を通じて、SIDS（乳幼児突

然死症候群）を含めた事故に関する知識の普

及・啓発活動を推進します。 

各健診や育児相談、

出張育児相談や育児学

級の場で啓発を実施しま

した。 

パネル展示、チラシ

配布等の充実を図りま

す。 

 各健診や育児相談、

育児学級の場で啓発を

実施しました。 

Ａ 各健診や育児相談、育児

学級の場で啓発を実施しま

す。 
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基本目標② 保育の量的整備のみならず、保育の質を重複します 

方向性（１）親と子の健康づくりの推進 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成 25 年度実績） 

事業目標 

（平成 27～31年度） 

事業実績 

（平成 30 年度） 

事業評価 

（平成 30 年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

６０ 

ぜん息児のための環境保健

事業（機能訓練事業）

【保健計画課】 

ぜん息児のための水泳教室、音楽療法教室、

サマーキャンプ、食物アレルギー講演会を実施しま

す。 

・水泳教室 

5日 延53人 

・音楽療法教室 

4日 延13人 

・サマーキャンプ 

参加者数 26人 

ぜん息児のぜん息

症状の改善と健康管

理を図ります。 

・水泳教室 

10日間 延 152 人 

・音楽教室 

4日間 延 26人 

・サマーキャンプ（デイキ

ャンプ） 

参加者数 

3日間延 21人 

・アレルギー講演会 

2回 6組 

Ａ ・水泳教室 10回 

・音楽療法教室 4回 

・アレルギー講演会 2回 

・デイキャンプ 3回 

６１ 

子どもの予防接種【保健予

防課、向島保健センター、本

所保健センター】 

・ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ、麻しん、風

しん、日本脳炎、結核、Hib感染症、肺炎球菌感

染症、ヒトパピローマウイルス感染症、水痘の発生

及びまん延防止のため、これら疾病に対して免疫

効果を獲得させるためワクチンを対象者に接種しま

す。 

・任意予防接種として、定期予防接種対象期間

外の麻しん及び風しん予防接種の費用助成制度

を実施しています。 

・ヒブ 9,009人 

・小児用肺炎球菌 

8,976人 

・DPT  2,045人 

・DT 736人 

・不活化ポリオ 2,537人 

・四種混合 6,421人 

・BCG 1,971人 

・MR 3,616人 

・麻しん 0人 

・風しん 1人 

・日本脳炎 6,671人 

・子宮頸がん予防158人 

ヒブ・肺炎球菌・Ｂ

型肝炎・DT（二種混

合）・不活化ポリオ・

四種混合・BCG・MR

（麻しん・風しん）・

水痘・日本脳炎・子宮

頸がん予防の定期予

防接種及び麻しん・風

しんの任意予防接種

を実施します。 

・ヒブ 9,761 人 

・小児用肺炎球菌 

9,767 人 

・Ｂ型肝炎 7,245 人 

・ＤＴ 1,100 人 

・不活化ポリオ  26人 

・四種混合 9,698 人 

・ＢＣＧ 2,413 人 

・ＭＲ 4,193 人 

・水痘 4,631 人 

・日本脳炎 8,293 人 

・子宮頸がん予防 25人 

・麻しん 0人 

・風しん 0人 

Ａ 予防接種法に基づき適切に

実施します。 
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基本目標② 保育の量的整備のみならず、保育の質を重複します 

方向性（２）子育て支援サービスの充実 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成 25 年度実績） 

事業目標 

（平成 27～31年度） 

事業実績 

（平成 30 年度） 

事業評価 

（平成 30 年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

６２ 

緊急一時保育◎★【子育て

支援総合センター】 

保護者の病気や出産等により、緊急的に保育

を必要とする子どもを、緊急一時保育枠を設けた

保育所や保育所の定員の空きを利用して保育し

ます。 

・利用者数 114人 

・利用日数 延2,002日 

充実を図ります。 ・利用者数  123 人 

・利用日数延 2,091日 

Ａ 必要とする家庭が利用でき

るよう調整します。 

６３ 

一時保育◎★【子ども施設

課、子育て支援総合センタ

ー】 

保護者の都合や育児疲れの解消・リフレッシュ、

短時間勤務等により、保護者が一時的に保育で

きない場合に保育します。 

・利用者数 

合計4,105人 

・新たに私立認可保育

所2園（両国・なかよし

保育園、墨田みどり保

育園）で実施しました。 

充実を図ります。 利用者数 

・公設民営 4園 

延 3,370 人 

・両国子育てひろば 

延 331 人 

Ａ 引続き実施します。 

６４ 

ファミリー・サポート・センター

事業◎★【子育て支援総合

センター】 

区民による会員制の組織をつくり、区民の相互

援助活動により、保育所の送り迎え、一時的な保

育等を行います。 

１か所で実施 

・ファミリー会員 293人 

・サポート会員 108人 

・両方会員 5人 

・活動件数 4,555件 

サポートに係る人

材・サービスの活用促

進を図ります。 

1 か所で実施 

・ファミリー会員 1,025

人 

・サポート会員 156人 

・両方会員     10人 

・活動件数 4,395 件  

Ａ 集中講座の休日開催や託

児等、受講しやすい環境整備

を行い、サポート会員の増加を

図ります。 



 

36 

 

基本目標② 保育の量的整備のみならず、保育の質を重複します 

方向性（２）子育て支援サービスの充実 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成 25 年度実績） 

事業目標 

（平成 27～31年度） 

事業実績 

（平成 30 年度） 

事業評価 

（平成 30 年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

６５ 

子育てひろば事業◎★【子

育て政策課、子育て支援総

合センター】 

・地域の子育て家庭支援のために、子育てひろば

（両国・文花）、児童館等で、子ども同士、親同

士の交流や仲間づくりの促進、育児講座等の啓

発活動、子育てに関する相談を行います。 

・子育ての地域拠点の機能を強化するために、子

育てひろばにかかわるネットワークの強化を図りま

す。 

・利用者が主体的に居場所づくりにかかわれるよ

う、利用者が事業企画することを段階的に支援で

きるプログラムやメニューを作成し、その利用を促す

イベント等を実施します。 

・子育てひろば：2か所 

両国子育てひろば 

利用者数 28,788人 

文花子育てひろば 

利用者数 28,618人 

・全区立児童館（11

館）で実施 

充実を図ります。 ・子育てひろば：2 か所 

両国子育てひろば 

利用者数 35,663人 

 相談件数   429 件 

文花子育てひろば 

利用者数 37,388人 

相談件数   785件 

・全区立児童館（11

館）で実施 

（幼児来館者 利用者

数 75,103人 相談件

数 1,134 件） 

Ａ ・子育て親子の交流の場の提

供と交流の促進 

・育児講座等の啓発活動 

・子育て支援サービス情報の

提供 

・出張ひろば等の地域支援活

動 

・子育て相談と援助の実施 

６６ 

いっしょに保育◎【子育て支

援総合センター】 

在宅で子育てをしている保護者の自宅に保育士

が直接訪問し、親子のふれあい遊びを実施しなが

ら、保育指導をしたり、子育ての悩みや相談に応じ

ます。 

・21年度 5件 

・22年度 22件 

・23年度 28件 

・24年度 18件 

・25年度 17件 

周知・充実を図りま

す。 

利用件数 延 81件 Ａ 出産準備クラス等での周知

を図ります。 

６７ 

子育て安心ステーション事業

◎【子ども施設課】 

在宅で子育てをしている保護者の育児不安等

を解消するため、認可保育所等で育児相談などを

実施します。 

・登録数 185件 継続して実施します。 登録数 ２４３件 Ａ 昨年に引き続き、２園まで

登録可能。周知・充実を図り

ます。 

６８ 

短期保育（ショートナースリ

ー）★【子育て支援総合セ

ンター】 

短期の仕事や通院などで保護者が一時的に保

育できない場合に、私立保育所の定員の空きを利

用して短期間保育します。 

・利用者数 1人 

・利用日数 7日 

継続して実施する。 ・利用者数 延 12人 

・利用日数 延 122 日 

Ａ 必要とする家庭が利用でき

るよう調整します。 

６９ 

ショートステイ★【子育て支援

総合センター】 

保護者の疾病や出産、育児疲れ等により、家

庭で子どもを養育できない場合に、7日間を上限と

して保育します。 

・利用件数 5件 

・利用日数 延24日 

継続して実施します。 ・利用件数 延 5件 

・利用日数 延 20日 

Ａ 必要とする家庭が利用でき

るよう調整します。 
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基本目標② 保育の量的整備のみならず、保育の質を重複します 

方向性（２）子育て支援サービスの充実 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成 25 年度実績） 

事業目標 

（平成 27～31年度） 

事業実績 

（平成 30 年度） 

事業評価 

（平成 30 年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

７０ 

トワイライトステイ★【子育て

支援総合センター】 

保護者が仕事その他の理由により、平日の夜間

等不在になり、家庭において児童を養育することが

困難となった場合やその他の緊急の場合において、

その児童を実施施設にて保護し、生活指導、食

事の提供等を行います。 

検討 検討します。 事業実施及び実施

施設等を含めて、研究し

ていきます。 

Ａ 検討します。 

７１ 

児童館・地域プラザでの乳

幼児一時預かり★【子育て

政策課、子育て支援総合セ

ンター】 

用事等で、子どもを少しの間預けたいときに、児

童館等で一時預かりを行います。 

６館で実施 充実を図ります。 地域プラザ（本所・八

広） 

・利用者数  504 人 

・利用時間数  1,660

時間【子育て支援総

合センター】 

Ａ 充実を図ります。 

７２ 

在宅子育てママ救急ショート

サポート★【子育て支援総

合センター】 

自宅で子育てをする保護者が体調不良等によ

り養育が困難になった場合、子育て支援員が保護

者の自宅を訪問し、子どもを保育します。 

・利用件数 495件 

・利用時間  

1,367.5時間 

継続して実施します。 ・利用件数延 948 件 

・利用時間 

延 2752.5時間 

Ａ 出産準備クラス、こみかんた

いむ等で、さらなる周知を図り

ます。 
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基本目標② 保育の量的整備のみならず、保育の質を重複します 

方向性（２）子育て支援サービスの充実 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成 25 年度実績） 

事業目標 

（平成 27～31年度） 

事業実績 

（平成 30 年度） 

事業評価 

（平成 30 年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

７３ 

つどいの広場・子育て広場★

【地域活動推進課】 

区内コミュニティ会館において、乳幼児と保護者

を対象に、親子であそぼう、体操、リトミック、相談

事業等を実施します。 

【東駒形コミュニティ会館】 

・ベビーマッサージ  

10回、278人 

・あかちゃん広場 

 41回、2,283人 

・1歳すてっぷ 

 24回、1,314人 

・2歳じゃんぷ 

 33回、1,315人 

【梅若橋コミュニティ会館】 

・ひよこちゃんあそぼう 

30回、722人 

・りすちゃんあそぼう 

 37回、471人 

・うさぎちゃんあそぼう 

 36回、872人 

・チャイルドタイム（体育室開

放） 82回、780人 

【横川コミュニティ会館】 

・ベビーばぶ 

 27回、1,675人 

・トコトコ…ぽん！ 

 35回、1,818人 

・はい！ポーズ 

 31回、2,538人 

・りとみっくらんど 

  40回、579人 

・ワンデーパーク 

 42回、829人 

充実を図

ります。 

東駒形コミュニティ会館】 

・たまごクラス（0歳）17回 991 人 

・ひよこクラス（0歳前半）27回 1,376 人 

・こりすクラス（0歳後半）27回 1,126人 

・こねこクラス（1歳前半）32回 1,172 人 

・こいぬクラス（1歳後半）32回 686人 

・らいおんクラス（2～3歳）32回 782人 

・すきっぷきっず（3～5歳） 30回 975人 

・ベビーマッサージ 24回 731人 

・リズム de チャチャチャ 12回 732人 

・子育てサロン 12回 223人 

・ちびっこ広場 51回 1,101人 

・ちびっこプール 4回 130人 

・パパプログラム 1回 53人 

・ママプログラム 1回 35人 

・うちわをつくろう！ 1回 30人 

・水道キャラバン 1回 24人 

・ｼﾞｬｯｸｵｰﾗﾝﾀﾝ作り 1回 29人 

・救命救急講習 1回 46人 

・知っ得セミナー 1回 23人 

・ひなまつりクッキング 1回 24人 

・ママ茶会 1回 36人 

・乳幼児ハロウィン 1回 219 人 

・乳幼児クリスマス会 1回 217 人 

【梅若橋コミュニィ会館】 

・ひよこちゃんあそぼう 29回 670人 

・りすちゃんあそぼう 37回 671人 

・うさぎちゃんあそぼう 39回 1187人 

・チャイルドタイム(体育室開放) 27回 58人 

・親と子のリトミック教室 29回 304人 

・水道キャラバン 1回 40名 

・親子ヨガ 1回 24名 

・ふれあいエクササイズ 1回 24名 

・クリスマスコンサート 1回 119 人 

 

Ａ 
東駒形コミュニティ会館】 

・たまごクラス（0歳低月） 16回 

・ひよこクラス（0歳前半） 25回 

・こりすクラス（0歳後半） 25 回 

・こねこクラス（1歳） 31回 

・こいぬクラス（1歳） 31回 

・らいおんクラス（2～3歳） 31回 

・すきっぷきっず 29回 

・ベビーマッサージ 24回 

・リズム de チャチャチャ 12回 

・すくすく相談室 12回 

・子育てサロン 12回 

・ちびっこ広場 50回 

・げんきっこ広場 20回 

・ちびっこプール 2回 

・乳幼児クリスマス会 1回 

・乳幼児ハロウィン 1回 

・子育て支援特別プログラム 6回 

【梅若橋コミュニティ会館】 

・ひよこちゃんあそぼう 26回 

・りすちゃんあそぼう 34回 

・うさぎちゃんあそぼう 35回 

・ママカフェ 25回 

・親と子のリトミック教室 28回 

・クリスマスコンサート 1回 

 



 

39 

 

基本目標② 保育の量的整備のみならず、保育の質を重複します 

方向性（２）子育て支援サービスの充実 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成 25 年度実績） 

事業目標 

（平成 27～31年度） 

事業実績 

（平成 30 年度） 

事業評価 

（平成 30 年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

７４ 

児童館の乳幼児事業★【子

育て政策課】 

地域の子育て家庭支援のために、児童館等で

子ども同士、親同士の交流、親の事業への参画や

仲間づくりの促進、育児講座等の啓発活動、子

育てに関する相談を行います。 

全区立児童館（11

館）で実施。 

継続して実施します。 39,936 人（区立児童

館 11館） 

Ａ 充実を図ります。 

７５ 

地域の空き店舗等を活用し

た子育て支援事業【子育て

支援課】 

空き店舗等の遊休施設を活用した、地域が支

える子育て支援施設として、親子つどいの広場、乳

幼児の一時保育などを行います。 

すみだ子どもサロン 

・広場利用者数 3,364人 

・一時保育件数 439件 

※すみだ子どもサロン

は、平成29年度をもっ

て、廃止になりました。 

 その他 すみだ子どもサロンは、平成

29年度をもって、廃止になりま

した。 

７６ 

児童養育家庭ホームヘルプ

サービス【子育て支援総合セ

ンター】 

義務教育修了前の子どもを養育している家庭の

保護者が、出産や一時的な病気等により、家事や

育児が困難な場合に、ホームヘルパーを派遣しま

す。 

・利用者数 57人 

・派遣回数 延485回 

継続して実施します。 ・利用者数 延 48人 

・派遣回数 延 221 回 

Ａ 必要とする家庭が利用できるよ

う調整します。 

７７ 

幼児の時間【人権同和・男

女共同参画課】 

子どもの成長、発達に見合った運動や遊び、季

節行事などを通して乳幼児と保護者がじっくりと触

れ合い、親子の交流を深めます。 

【社会福祉会館】 

・すくすくクラブ 

開催回数 30回 

延べ458組918人参加 

・すこやかクラブ 

開催回数 30回 

延べ592組1,194人参加 

・幼児の時間 

開催回数 30回 

延べ705組1,540人参加 

在宅乳幼児親子の

子育て支援のため、充

実を図り継続して実施

します。 

【社会福祉会館】 

・すくすくクラブ 

開催回数 32 回 

 延べ 347組 641 人参加 

・すこやかクラブ 

開催回数 32 回 

 延べ 401 組 811 人参加 

・幼児の時間 

開催回数 33 回 

延べ 406組 805 人参加 

Ａ 継続して実施します。 
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基本目標② 保育の量的整備のみならず、保育の質を重複します 

方向性（２）子育て支援サービスの充実 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成 25 年度実績） 

事業目標 

（平成 27～31年度） 

事業実績 

（平成 30 年度） 

事業評価 

（平成 30 年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

７８ 

未就園児への開放広場【指

導室】 

幼稚園の園庭を未就園児及びその保護者に開

放します。 

全区立幼稚園で実施

しました。(週1回程度) 

継続して実施します。 全区立幼稚園で週１

回程度、継続して実施

しました。その際に、子育

て出前相談員が来園し

子育て相談に対応しまし

た。（全園合計183回

実施 参加幼児人数

3,048人） 

Ａ 全区立幼稚園で週１回程

度、未就園児及びその保護者

に園庭を開放し、未就園児へ

の幼稚園への環境適応と保護

者への子育てについての相談

の場とします。 

７９ 

ブックスタート【ひきふね図書

館】 

3・4か月児健診時の保護者に、絵本の読み聞

かせのアドバイスを行うとともに、はじめての読み聞か

せに適した絵本を配付します。 

絵本配付 2,076人 継続して実施し、絵

本配布率95％以上を

めざします。 

絵本配付 2,390 人 

配布率 96.2％ 

Ａ 引続き実施します。 
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基本目標② 保育の量的整備のみならず、保育の質を重複します 

方向性（３）認定こども園・保育所・幼稚園等の教育・保育サービスの拡充と質の向上 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成 25 年度実績） 

事業目標 

（平成 27～31年度） 

事業実績 

（平成 30 年度） 

事業評価 

（平成 30 年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

８０ 

認定こども園の整備誘導◎

★【子育て政策課】 

教育と保育を一体的に行う認定こども園を整備

誘導します。 ― 

新規認定こども園の

開設に向けて準備を

進めます。 

国の制度や他自治体

の状況等について情報

収集を行いました。 

Ａ 

 

認定こども園の整備について

検討します。 

８１ 

既存保育所、幼稚園の認

定こども園移行対応事業◎

★【子ども施設課】 

・既存の認可保育所、幼稚園の幼保連携型認定

こども園への移行について、調査研究します。 

・移行を予定する施設について、移行にあたって必

要な対応を行います。 

子ども・子育て支援新

制度の内容を見据え、

関係機関と連携しながら

対応 し ま し た（学務

課）。私立幼稚園1園

が認定こども園へ移行し

ました（26年4月1日認

定）。 

【平成26年度】 

・認可外保育施設 

２歳児６人 

・保育に欠ける子3～5

歳児 18人（総務課） 

区立保育所につい

ては、平成29年度に2

園が幼保連携型認定

こども園に移行しました

が、平成 30年度以

降、墨田区保育所等

整備計画の見直しに

伴い、事業を凍結しま

す。 

 移行した区立２園、

私立１園の幼保連携型

認定こども園を運営して

います。 

A 既存の私立保育所、私立

幼稚園からの認定こども園への

移行予定はありません。 
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基本目標② 保育の量的整備のみならず、保育の質を重複します 

方向性（３）認定こども園・保育所・幼稚園等の教育・保育サービスの拡充と質の向上 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成 25 年度実績） 

事業目標 

（平成 27～31年度） 

事業実績 

（平成 30 年度） 

事業評価 

（平成 30 年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

８２ 

認可保育所の整備◎★【子

育て政策課、子ども施設課】 

・待機児童を解消するため、潜在的なニーズも視

野に入れ、計画的な整備を進めます。特に待機児

童が集中している1・2歳児の定員拡大を図りま

す。 

・私立保育所の設置に対する支援を行います。 

両国・なかよし保育園の

開設。 

 

平成25年度 

・両国・なかよし保育園

定員102人（0～5歳

児） 

・わらべみどり保育園分園 

（平成25年度着手、平

成26年7月開設）定員

42人(0～3歳） 

区北部地域におい

て6園、区南部地域に

おいて12園の整備を

予定します。 

【平成 30 年 6 月 1 日

開設】1園 

・墨田みどり保育園分園 

【平成 30年 10月 1日

開設】1園 

・にじいろ保育園向島 

【平成 31 年 4 月 1 日

開設】8園 

・まなびの森保育園八広 

・アスク緑保育園 

・グローバルキッズ八広園 

・たんぽぽ保育所八広園 

・キッズガーデン業平 

・キッズガーデン第二墨

田八広 

・さくらさくみらい東向島 

・あい・あい保育園 石原

園 

Ａ 令和2年4月に6園開設予定 

 

８３ 

認証保育所の認可保育所

への移行支援◎★【子育て

政策課、子ども施設課】 

墨田区内で認証保育所を設置・運営する事業

者が、当該認証保育所を認可保育所へ移行する

場合、移行にかかる費用の補助等による支援を実

施します。また、引続き、認証保育所を運営する

事業者については運営費等の補助を行います。 

― 

認可保育所の整備

を進めることから、当面

整備を見合わせます。 

・移行に係る費用の補

助対象：0園 

・認証保育所への運営

費補助対象：7園 

Ａ 移行に係る費用の補助対

象０園。なお引続き、認証保

育所を運営する事業者につい

ては運営費等の補助を行いま

す。 

８４ 

区立認可保育所改築計画

◎【子育て支援課】 

耐震化を図るため区立保育園舎の改築を行い

ます。 

八広保育園の改築 公共施設マネジメン

ト実行計画等との整合

を図りながら進めます。 

平成 30年 6月 25日 

運営開始 

A （区立認可保育所の改築計

画はなし） 
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基本目標② 保育の量的整備のみならず、保育の質を重複します 

方向性（３）認定こども園・保育所・幼稚園等の教育・保育サービスの拡充と質の向上 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成 25 年度実績） 

事業目標 

（平成 27～31年度） 

事業実績 

（平成 30 年度） 

事業評価 

（平成 30 年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

８５ 

延長保育◎★【子ども施設

課】 

保護者の就労形態の多様化や地域の事情等

に応じて、基本保育時間前後の延長保育を行い

ます。 

定員 

・区立定員30人 10園 

・25人 7園 

・20人、5人 各1園 

私立定員無し 8園 

・30人 2園 

・20人 4園 

・10人、12人 各1園 

実施園 

・6:15～7:15  1園 

・19:15まで 19園 

・20:15まで 13園 

・21:15まで 2園 

・22:15まで 3園 

・6:15～7:15 1園 

（私立1） 

・19:15まで 19園 

（私立8、公立13） 

・20:15まで 15園 

（私立18、公設民営4） 

・21:15まで 2園率 

（私立4、公設民営1） 

・22:15まで 6園 

（私立3、公設民営2） 

・6:15～7:15 1園 

（私立1） 

・19:15まで 22園 

（私立10、公立12） 

・20:15まで 30園 

（私立26（内幼保連

携1分園1）公設民営

4内分園１） 

・21:15まで 4園 

（私立3、公設民営1）  

・22:15まで 5園 

（私立3 公設民営2） 

Ａ ・6:15～7:15 1園 

・19:15まで 21園 

・20:15まで 33園 

・21:15まで 5園 

・22:15まで 5園 

 

 

８６ 

訪問型病後児保育◎★

【子育て支援総合センター】 

病気の回復期で、医療機関に入院加療の必

要はないが安静を要するため、保育所等に通園で

きない場合に、子育て支援員等を派遣して保育を

行います。 

訪問型保育支援事業

“すみだ子育て支援ネット

「はぐ(Hug)」”をＮＰＯ

法人病児保育を作る会

に委託し、同保育を実

施。 

周知の徹底を図りま

す。 

・利用件数 

延 570件 

・利用時間数 

延 4,295 時間 

Ａ 出産準備クラス、こみかんた

いむ等で、さらなる周知を図り

ます。 

８７ 

病児・病後児保育◎★【子

育て支援課】 

病気の回復期で、医療機関に入院加療の必

要はないが、安静を要するため、保育所等に通園

できない場合に、専用スペースのある保育所で病

後児保育を行います。また、病気のときに、医療機

関等で預かる病児保育も行います。 

病後児保育室利用児童数  

224人 

区南部において、定

員の拡大を図ります。

また、区北部における

病後児保育の実施を

検討します。 

・病後児保育室利用児童数  

68人 

・病児・病後児保育室

利用児童数 

519人 

Ａ 引続き実施します。 
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基本目標② 保育の量的整備のみならず、保育の質を重複します 

方向性（３）認定こども園・保育所・幼稚園等の教育・保育サービスの拡充と質の向上 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成 25 年度実績） 

事業目標 

（平成 27～31年度） 

事業実績 

（平成 30 年度） 

事業評価 

（平成 30 年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

新規 

保育所・幼稚園等における

医療的ケア児の受け入れ対

策◎【子育て支援課】 

医療的ケアが必要な児童の保育所・幼稚園等

における受け入れについて、その体制の確保へ向け

た関係機関による調査・検討を行います。 
― 

調査・検討のうえ、

方向性を決定します。 

 庁内関係部署による

検討会を複数回開催。 

Ａ  庁内他課と連携し、検討を

進める。 

８８ 

「保育所における質の向上の

ためのアクションプログラム」の

策定・実施◎【子ども施設

課】 

・認可保育所、認証保育所の合同研修を実施し

ます。 

・障害児専門保育士を養成します。 

・公私立施設長の役割を強化するとともに、第三

者評価者の養成を行います。 

・食育の推進、保幼小の連携による共通課題の

研究と保育プログラムの作成、保育士の 

幼稚園教諭資格取得の促進を図ります。 

・園児への環境教育を実施します。 

・合同研修２回実施 

・障害児専門研修（ス

ーパーバイザー養成継続

６回） 

・保育支援コーディネータ

ー研修 

・幼稚園教諭資格取得

のための基礎研修（継

続５回） 

充実を図ります。 ・合同研修５回実施 

・障害児専門研修６回 

・保育支援コーディネータ

ー研修６回 

・幼稚園教諭資格取得

援助（申請者への全額

補助） 

Ａ ・合同研修実施 

・障害児専門研修実施 

・保育支援コーディネーター研

修実施 

・幼稚園教諭資格取得援助

（申請者へ全額補助） 

・認定こども園の検証及び巡

回指導、公立保育園への巡

回指導を行う。 

８９ 

子ども主体の協同的な学び

プロジェクト◎【子ども施設

課】 

・子どもが豊かに学ぶための「保育の質」を向上させ

るため、子ども主体の協同的な学びを実践します。 

・認定こども園、幼稚園、認可保育所の発表園に

おいて、日々の保育の中からプロジェクトを見つけ、

地域や小学校との連携も視野に入れ、その実践

結果を公開保育で発表します。その成果を踏まえ

て全施設に取組を広めます。 
― 

継続して実施し、保

育の質の向上を図りま

す。 

 子ども主体の協同的な

学びプロジェクトとして主

に 5 歳児の保育実践、

公開保育と発表会を開

催しました。発表園は公

立幼稚園（立花）、公

立保育園（おむらい）、

私 立 幼 稚 園 （ あ づ

ま）、私立保育園（す

みだ中和こころ）の 4

園。各園に専門家が指

導に入りました。 

Ａ 子ども主体の協同的な学び

プロジェクトとして、５歳児の保

育実践、公開保育と発表会を

開催する。取り組み 4 年目発

表園は公立幼稚園（第三寺

島） 、 公立保育園（寺

島）、私立保育園（さゆり）

の３園。各園に専門家が指導

に入る。 
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基本目標② 保育の量的整備のみならず、保育の質を重複します 

方向性（３）認定こども園・保育所・幼稚園等の教育・保育サービスの拡充と質の向上 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成 25 年度実績） 

事業目標 

（平成 27～31年度） 

事業実績 

（平成 30 年度） 

事業評価 

（平成 30 年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

９０ 

保育士の確保◎【子ども施

設課】 

保育の量の拡大に伴う保育士確保のため、私

立認可保育所等を支援します。 

保育士処遇の改善と

し て 、私立保育所に

31,108,000円賃金改

善補助金として交付しま

した。 

保育士等の賃金改

善に加え、宿舎借上

げ補助事業等を実施

し、保育士等の確保に

ついて、引続き支援し

ます。 

補助対象宿舎 

・私立認可 188件 

・公設民営 37件 

・小規模  16件 

・認証     2件 

Ａ 補助対象の宿舎計画 

・私立認可 490件 

・公設民営 60件 

・小規模 33件 

・認証   14件 

９１ 

地域型保育事業（家庭的

保育者（保育ママ））★

【子ども施設課】 

生後43日以上3歳未満の乳幼児を対象に、

保護者の就労等により家庭で保育ができない場合

に、区が認定した家庭的保育者が自宅で保育を

行います。 

・家庭的保育者 34人 

・グループ型小規模保育室

2か所 

・受託児 105人 

 継続して実施し、乳

幼児の健やかな成長

を支援していきます。 

公立及び私立保育

園（0 歳児保育園）が

連携園となり連携協力

が深められました。 

Ａ   歯科検診を開始します。 

また、保育の質の向上のため

研修を行います。 

９２ 

地域型保育事業（小規模

保育所等の整備）★【子育

て政策課】 

・オープンスペースが少ない都市部において、定員

19人までという規模の特性を生かし、多様な主体

が多様なスペースを活用しながら、質の高い保育を

提供する小規模保育所を整備します。 

・会社の事業所の保育施設などで、従業員の子ど

もと地域の子どもを一緒に保育する事業所内保育

事業や、障害・疾患等で個別のケアが必要な場合

などに、保護者の自宅で1対1の保育を行う居宅

訪問型保育事業を実施します。 

小規模保育所を２園

開設しました。 

認可保育所の整備

を進めることから、当面

整備を見合わせます。 

待機児童解消緊急

対策のための保育先行

実施（2園） 

 

Ａ  小規模保育所の整備につい

て検討します。 

９３ 

家庭的保育事業の給食提

供【子ども施設課】 

家庭的保育（保育ママ）事業において、給食

を提供します。 

― 

自園調理や給食連

携保育所からの搬入

により、受託児に給食

を提供します。また、順

次自園調理に移行し

ていきます。 

・区栄養士によるアドバ

イス等の支援 

・給食訪問を 2回実施 

Ａ 自園調理または給食連携

での給食提供が、円滑に進む

ように支援していきます。順次

自園調理のための準備や移行

を促します。 
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基本目標② 保育の量的整備のみならず、保育の質を重複します 

方向性（３）認定こども園・保育所・幼稚園等の教育・保育サービスの拡充と質の向上 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成 25 年度実績） 

事業目標 

（平成 27～31年度） 

事業実績 

（平成 30 年度） 

事業評価 

（平成 30 年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

９４ 

私立幼稚園の預かり保育★

【子ども施設課】 

幼稚園の通常の教育・保育時間終了後、また

は長期休暇時に、預かり保育を実施します。 

私立幼稚園4園で実

施しました。 

充実を図ります。 私立幼稚園 4園 

延べ利用者 12,698 人 

(4園のほか、2園でも預

かり保育を実施している

が、補助金申請がなく、

実態把握なし) 

Ａ 継続して実施します。 

９５ 

区立認可保育所の民間活

力の導入【子育て支援課】 

保育ニーズの多様化に対応し、柔軟なサービス

提供を行うため、区立保育所へ民間活力を導入

します。 

平成17年から21年ま

で指定管理園5園 

「墨田区保育所等

整備計画」により推進

します。 

・令和元年度から指定

管理者制度を導入する

長浦保育園において、

保育事業の引継ぎを行

いました。 

・令和２年度から指定

管理者制度を導入する

水神保育園の指定管理

者を選定しました。 

Ａ ・令和３年度から指定管理者

制度を導入する すみだ保育

園の指定管理者を募集しま

す。 

・令和４年度から、公私連携

制度を導入する ひきふね保育

園の公私連携型保育所等設

置・運営事業者を募集しま

す。 

９６ 

認可保育所の遊具整備【子

ども施設課】 

新基準に適合した遊具等を導入するなど計画

的に整備します。 ― 

計画的に遊具の改

修を行います。 

区立保育所全園の遊

具点検を実施 

Ａ 遊具点検の結果、補修が

必要な遊具について優先度の

高いものから補修します。 

９７ 

休日保育【子ども施設課】 

保護者の就労等により休日に保育することがで

きない場合に、休日保育実施園において保育を行

います。 

利用者累計 160人 事業の充実を図りま

す。 

・指定管理園 2園 

延べ利用者数 462人 

 

Ａ 継続して実施します。 
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基本目標② 保育の量的整備のみならず、保育の質を重複します 

方向性（３）認定こども園・保育所・幼稚園等の教育・保育サービスの拡充と質の向上 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成 25 年度実績） 

事業目標 

（平成 27～31年度） 

事業実績 

（平成 30 年度） 

事業評価 

（平成 30 年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

９８ 

スポット延長保育【子ども施

設課】 

保護者の急な残業などの場合でも1時間単位

で利用することのできる、延長保育サービスを実施

します。また、受益者負担の観点、子育て家庭の

負担の公平化の観点などから見直しの検討を行い

ます。 

・私立保育所全園で実

施 

・指定管理園5園で実施 

・区立保育所13園で実

施 

・公立利用者累計453

人（10月～３月） 

事業の充実を図りま

す。 

・私立保育所全園で実

施 

・指定管理園 6 園で実

施 

・標準時間認定のスポッ

ト延長保育を区立保育 

所 12園で実施 

・短時間認定のスポット

延長保育を区立保育所 

全園で実施 

・ 区 立 利 用 者 累 計

1,750 人 

Ａ ・私立保育所全園で実施しま

す。 

・指定管理園 7 園で実施しま

す。 

・標準時間認定のスポット延長

保育は区立保育所11園で実

施します。 

・短時間認定のスポット延長保

育は区立保育所全園で実施

します。 

９９ 

心理相談員の保育所等、

学童クラブへの巡回【子ども

施設課】 

心理相談員の巡回による行動観察、職員との

話し合い、保護者へのアドバイスなどを通して、課

題のある子どもの発達支援を行います。 

・保育所 229件 

・学童クラブ 89回 

・認証保育所 42回 

継続して実施します。 ・保育所 467件 

・学童クラブ 101回 

・認証保育所 21回 

・小規模保育事業所  

29回 

Ａ ・保育所 550回 

・学童クラブ 112回 

・認証保育所 21回 

・小規模保育事業所  

33回 

１００ 

保育所保育料の適正化【子

ども施設課】 

新たな子育て支援サービスを実施するために、

保育所保育料を、受益者負担の観点、子育て家

庭の負担の公平化の観点などから見直しの検討を

行います。 

18年7月から保育料改定。 子ども・子育て支援

新制度の施行にあわ

せ、保護者への周知を

図りながら平成30年

度まで段階的に見直

しを行います。 

 認可保育施設を利用

している児童の保護者に

対し、保育料改定を周

知しました。 

Ａ 令和元年10月から実施す

る幼児教育・保育の無償化に

対応し、保育料の改定を行い

ます。 
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基本目標② 保育の量的整備のみならず、保育の質を重複します 

方向性（３）認定こども園・保育所・幼稚園等の教育・保育サービスの拡充と質の向上 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成 25 年度実績） 

事業目標 

（平成 27～31年度） 

事業実績 

（平成 30 年度） 

事業評価 

（平成 30 年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

１０１ 

保育所等の福祉サービス第

三者評価制度の推進【厚生

課、子育て支援課、子ども

施設課】 

・認可保育所、認証保育所の保育内容の質を確

保するため、サービスや運営について、事業者、利

用者以外の第三者機関による福祉サービス第三

者評価を積極的に推進します。 

・区立保育所では、原則として3年に1度、受審す

るとともに、私立保育所、認証保育所に対しては、

受審費用の助成を行います。 

・認可保育所19園（公

立・私立）で実施しまし

た。 

・認証保育所11園で実

施しました。 

継続して実施します。 ・認可保育所8園（公

立）、認定こども園1園

（公立）で実施しまし

た。【厚生課】 

・認可保育所4園（株

式会社系私立）、認証

保育所3園で実施【子ど

も施設課】 

 

 

Ａ ・ 認 可保育所 10 園（公

立）、認定こども園１園（公

立）で実施を計画しています。

【厚生課】 

・認可保育所19園（株式会

社系私立）、認証保育所7

園で実施を計画しています。

【子ども施設課】 

１０２ 

子育て出前相談【指導室】 

相談員が区立幼稚園を巡回し、保護者の子育

てに関する相談に応じます。 

各園、２週に１回の

割合で実施しました。 

継続して実施します。 全区立幼稚園で週 1

回程度継続的に実施し

ている園庭開放に合わ

せ、各園週 1 回程度の

割合で、 １～3歳児の

保護者の子育て相談に

応じました。（夏休み期

間を除く） 

Ａ 園庭開放に合わせ、各園週

1回程度の割合で実施。 

園長を中心に教職員と連携

を図りながら相談活動をすすめ

ていきます。相談のケースによっ

ては、各支援機関と連携を図

り、幼稚園にスムーズに入れる

ように支援します。 
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基本目標③ 困難を抱えた子どもと家庭への支援体制を手厚くします 

方向性（１）ひとり親家庭等への支援 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成25年度実績） 

事業目標 

（平成27～31年度） 

事業実績 

（平成 30 年度） 

事業評価 

（平成 30 年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

１０３ 

子ども医療費助成制度【子

育て支援課】 

子どもを養育している保護者に対し、子どもに係

る医療費の一部を助成します。 

・就学前（乳幼児） 

13,155人 

・小１～中３ 

14,939人 

継続して実施します。 ・就学前（乳幼児）     

14,612人 

・小1～中3 

15,376人 

Ａ 継続して実施します。 

１０４ 

ひとり親家庭医療費助成制

度【子育て支援課】 

ひとり親家庭（母子・父子等）に対し、医療費

の一部を助成します。 

・受給世帯数 

1,694世帯 

・受給者数 2,374人 

継続して実施します。 受給世帯数 1,542世

帯（受給者数2,252

人） 

Ａ 継続して実施します。 

１０５ 

区立幼稚園保育料の負担

軽減について【学務課】 

区立幼稚園に通う園児の保護者に対して、保

育料を所得の状況に応じた応能負担で設定し、

負担軽減を図ります。 

26件 継続して実施します。 ・住民税非課税世帯等 

39件 

・多子世帯 169 件 

合計 208 件 

Ａ 継続して実施します。 

１０６ 

私立幼稚園等園児の保護

者への助成【子ども施設課】 

私立幼稚園（類似施設を含む）に通う園児の

保護者に対して保育料・入園料の補助を行い、負

担の軽減を図ります。 

・就園奨励事業 

1,098人 

・保護者負担軽減補助事業

1,933人 

子ども・子育て支援

新制度へ移行しない

幼稚園を対象に、継

続して実施します。 

・就園奨励事業 

948人 

・保護者負担軽減補助事業  

1,390人 

Ａ 令和元年10月以降、幼児教

育無償化により制度が大きく

変わる見込み。(本事業の対

象は子ども・子育て支援新制

度へ移行しない幼稚園のみ) 

１０７ 

未熟児養育医療【保健計

画課】 

未熟児で医師が入院養育を必要と認めた児童

に、医療費を給付します。 

認定者数 39人 事業の周知を図りま

す。 

認定者数 62人 Ａ 継続して実施します。 

１０８ 

育成医療及び療養給付事

業【保健計画課】 

・育成医療 

肢体不自由、先天性内臓疾患、腎不全等の

児童に、医療費を給付します。 

・療育給付 

骨関節結核、その他の結核で入院を必要とする

児童に医療費を給付します。 

認定者数 

・育成医療 19人 

・療育給付 0人 

事業の周知を図りま

す。 

認定者数 

・育成医療 14人  

・療育給付  0人 

Ａ 継続して実施します。 
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基本目標③ 困難を抱えた子どもと家庭への支援体制を手厚くします 

方向性（１）ひとり親家庭等への支援 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成25年度実績） 

事業目標 

（平成27～31年度） 

事業実績 

（平成 30 年度） 

事業評価 

（平成 30 年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

１０９ 

墨田区私立高等学校等入

学資金貸付事業【厚生課】 

私立高等学校等への入学に際し必要な入学

金、施設費等に充てる資金の調達が困難な者に

対して、貸付を行います。 

3件（1,120,000円） 事業の周知を図りま

す。 

０件（０円） 

（類似の貸付事業もあ

り、30年度については貸

付実績がなかった。） 

Ｂ 保護者の相談に応じながら、

継続して実施します。 

１１０ 

母子・父子相談、女性相

談、家庭相談【生活福祉

課】 

母子・父子自立支援員、婦人相談員、家庭相

談員が、各種相談に応じ、社会的・経済的自立

に向けた支援や、適切な助言、関係機関との連絡

調整、情報提供等を行います。 

・母子相談 1,187件 

・女性相談 1,152件 

・家庭相談 520件 

各種相談に応じ、

援助を行います。（平

成26年10月1日か

ら、対象を父子家庭の

父にも拡大していま

す。） 

・母子相談 1,439 件 

（父子相談 21件） 

・女性相談 1,872 件 

・家庭相談 397 件 

Ａ 各種相談に応じ、援助を行

います。また、関係機関との連

携を強化します。 

１１１ 

女性のためのカウンセリング＆

ＤＶ相談【人権同和・男女

共同参画課】 

すみだ女性センターにおいて、夫婦関係や暴力・

女性のもつさまざまな悩みを解決するために、専門

のカウンセラーが相談に応じます。 

相談件数 延1,491件 多くの方が利用でき

るよう、情報提供を行

います。 

相談件数 延1,321件 Ａ 相談を継続して実施します。 

１１２ 

東京都母子及び父子福祉

資金（技能習得資金）の

貸付【生活福祉課】 

母子家庭の母及び父子家庭の父が就職するた

めに必要な知識・技能を修得するための資金とし

て、東京都母子及び父子福祉資金（技能習得

資金）の貸付を行います。 

・貸付件数 2件 

・貸付金額 730,600円 

 経済的自立のための

就職をめざせるよう相

談に応じながら、貸付

を行います。 

・貸付件数 0件 

・貸付金額 0円 

（類似の給付事業もあ

り、30年度については貸

付実績がなかった。） 

Ｂ 経済的自立のための就職を

目指せるよう、相談に応じなが

ら貸付を行います。 
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基本目標③ 困難を抱えた子どもと家庭への支援体制を手厚くします 

方向性（１）ひとり親家庭等への支援 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成25年度実績） 

事業目標 

（平成27～31年度） 

事業実績 

（平成 30 年度） 

事業評価 

（平成 30 年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

１１３ 

ひとり親家庭自立支援給付

金事業【生活福祉課】 

・自立支援教育訓練給付金 

区から指定を受けた教育訓練講座を受講する

際に、費用の一部を給付します。 

・高等職業訓練促進給付金 

看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、

作業療法士、保健師、助産師、理容師、美容師

の資格取得のために訓練機関で修業する場合

に、修業期間中、訓練促進給付金を給付します。 

・自立支援教育訓練給付金

2件 55,400円 

・高等技能訓練促進費

11件 5,897,000円 

周知を行い、給付

対象者を増やします。 

・自立支援教育訓練給付金  

8件 319,280 円 

・高等職業訓練促進給付金  

10件 9,816,500 円 

・高等職業訓練終了支援給付金 

3件 150,000 円 

Ａ 周知を行い、給付対象者を

増やします。 

１１４ 

ひとり親家庭福祉応急小口

資金貸付事業【生活福祉

課】 

冠婚葬祭等のため、応急に資金を必要とする際

に、一世帯5万円を限度として資金の貸付を行い

ます。 

・貸付件数8件 

・貸付金額380,000円 

相談に応じながら、貸

付を行います。 

・貸付件数 6件 

・貸付金額 265,000 円 

Ａ 相談に応じながら、貸付を

行います。 

１１５ 

母子緊急一時保護事業

【生活福祉課】 

緊急に保護を必要とする母子を、区の指定施

設に一時入所させ、相談、助言を行い、自立更

生の措置を講ずるまでの応急的措置を図ります。 

母子緊急一時保護件数 

23件 

適切な相談 、助

言、援助を行います。 

母子緊急一時保護件数 

24件 

Ａ 速やかな安全確保と適切な

相談、助言、援助を行います。 

１１６ 

母子生活支援施設【生活

福祉課】 

配偶者のいない母が、経済的な理由や住居が

ない等の事情で子どもの養育をすることが困難な場

合に、母子を入所させて保護するとともに、自立の

促進のためにその生活の支援を行います。 

・墨田区母子生活ホーム

（区立） 

延272世帯 

・厚生館立花（私立） 

延228世帯 

・ベタニヤホーム（私立） 

延176世帯 

 入所世帯の自立促

進のためのきめ細かい

サポートを行います。 

3施設で実施 

平均入所世帯数 

43世帯 71.6％ 

（定員 60世帯） 

・墨田区母子生活ホーム（区立）  

・厚生館立花（私立） 

・ベタニヤホーム（私立） 

Ａ 入所世帯の自立促進のた

めのきめ細かいサポートを行い

ます。 
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基本目標③ 困難を抱えた子どもと家庭への支援体制を手厚くします 

方向性（２）障害のある子どもの発達と成長支援 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成 25 年度実績） 

事業目標 

（平成 27～31年度） 

事業実績 

（平成 30 年度） 

事業評価 

（平成 30 年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

１１７ 

保育所における障害児保育

◎【子ども施設課】 

・保育所における障害児保育の充実を図るため、

障害児3名につき1名の正規保育士を配置し、重

度認定障害児には非常勤保育士1名を配置しま

す。 

・心理相談員による保育所への巡回指導・相談を

実施し、障害児保育指導の充実を図ります。 

・障害児に専門的に対応できる保育所整備を検

討します。 

全園で実施しました。 

・心理相談員巡回回数 

229回 

認定人数 

・区立保育所 85人 

・私立保育所 18人 

継続して実施します。 全園で実施 

・心理相談員巡回回数 

467回 

認定人数 

・区立保育所 180 人 

・私立保育所 117 人 

Ａ ・認可保育所(公立・私立)全

園で実施し、充実を図ります。 

・心理相談員巡回回数 

550回 

１１８ 

学童クラブへの障害児の受

け入れ◎【地域活動推進

課、子育て政策課】 

・学童クラブ利用の障害児1～2名につき、1名の

臨時（非常勤）職員を配置します。 

・心理相談員による学童クラブへの巡回・相談を実

施し、障害児の育成指導の充実を図 

ります。 

・全区立学童クラブ33か

所で実施しました。 

・障害児承認人数 61人 

継続して実施します。 障害児承認人数 46人 Ａ 継続して実施します。 

１１９ 

障害（発達障害を含む）

児の放課後対策◎【障害者

福祉課、子育て政策課、地

域教育支援課】 

障害（発達障害を含む）児のための学童クラ

ブの整備をはじめとする放課後における居場所の

確保や成長支援のあり方について、関係機関によ

る調査・検討を行います。 
― 

継続して調査・検討

を行います。 

・療育のための放課後等

デイサービス決定人数 

495人 

・学童クラブ障害児承認

人数 46人 

Ａ ・継続して実施します。（障害

者福祉課） 

・学童クラブでの障害児の受け

入れを引続き行います。（子

育て政策課） 
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基本目標③ 困難を抱えた子どもと家庭への支援体制を手厚くします 

方向性（２）障害のある子どもの発達と成長支援 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成 25 年度実績） 

事業目標 

（平成 27～31年度） 

事業実績 

（平成 30 年度） 

事業評価 

（平成 30 年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

１２０ 

経過観察健康診査・経過

観察心理相談の実施【向島

保健センター、本所保健セン

ター】 

乳幼児健診後、発育・発達に関し経過観察を

必要とする乳幼児に対して健康診査を行い、保護

者・乳幼児に適切な保健指導を行うことにより、健

全な育成を期します。 

経過観察健診 

【向島保健センター】 

19回 92人 

【本所保健センター】 

12回 120人 

心理経過観察 

【向島保健センター】 

24回 184人 

【本所保健センター】 

24回 304人 

専門医と心理士に

よる相談の充実を図り

ます。 

経過観察健診 

【向島保健センター】 

12回 101 人 

【本所保健センター】 

12回 104 人 

心理経過観察 

【向島保健センター】 

24回 236 人 

【本所保健センター】 

24回 242 人 

Ａ 経過観察健診 

【向島保健センター】 

12回 

【本所保健センター】 

12回 

心理経過観察 

【向島保健センター】 

24回 

【本所保健センター】 

24回 

１２１ 

心身障害児（者）歯科相

談等事業【保健計画課】 

すみだ福祉保健センター内「ひかり歯科相談室」

において、心身障害児（者）及びその家族を対

象に、口腔機能の健康維持に必要な助言指導を

行います。 

健診相談・予防指導 

68回、586人 

継続して実施します。 健診相談・予防指導  

68回 延べ 503 人 

Ａ 健診相談・予防指導 

実施回数 66回 

１２２ 

療育・訓練事業【障害者福

祉課】 

・すみだ福祉保健センター「みつばち園」を区の中

核的な療育支援施設である児童発達支援センタ

ーに位置付け、障害児やその家族への相談、障害

児を預かる施設への援助・助言を行います。 

・児童発達支援事業により、心身の発達に心配が

ある未就学の児童及び障害児を対象に日常生活

における基本的な動作の指導、知識技能の付

与、集団生活への適応訓練などを行います。 

・区立障害児通所支援事業所において、心身の

発達に心配がある小学校3年生までの児童及び

障害児を対象に、より専門的な支援を行います。 

みつばち園 

・集団療育 延2,515人 

・個別療育 延2,925人 

にじの子 

・集団療育 延3,680人 

・個別療育 延2,685人 

継続して実施します。 みつばち園 

・集団療育 

延2,958人 

・個別療育 

延3,433人 

にじの子 

・集団療育 

延4,268人 

・個別療育 

延3,008人 

Ａ ・児童発達支援センターによ

り、障害児通所支援事業所

等に対する援助・助言を行い

ます。 

・みつばち園とにじの子により、

心身の発達に障害や遅れのあ

る児童の早期療育を図りま

す。 
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基本目標③ 困難を抱えた子どもと家庭への支援体制を手厚くします 

方向性（２）障害のある子どもの発達と成長支援 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成 25 年度実績） 

事業目標 

（平成 27～31年度） 

事業実績 

（平成 30 年度） 

事業評価 

（平成 30 年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

１２３ 

幼稚園における障害児教育

【子ども施設課、学務課】 

・軽度障害児を受け入れている区立幼稚園におい

て、介助員を配置し、早期教育を実施します。 

・障害児を受け入れている区内の私立幼稚園設

置者に対し、障害児教育事業に要する経 

費を園児数に応じて助成します。 

・私立幼稚園 2人 

・区立幼稚園 37人 

継続して実施します。 ・私立幼稚園  13人 

（障害児及び心理相

談員の認定による障害

児に準じる児童を対象と

する。） 

・区立幼稚園 42人 

Ａ ・私立幼稚園 13人 

（障害児及び心理相談員の

認定による障害児に準じる児

童を対象とする。） 

・区立幼稚園 40人 

１２４ 

就学相談【学務課】 

・区内児童デイサービスの利用者及び保育所・幼

稚園に在籍する障害児の保護者を対象に、就学

相談説明会、特別支援教育説明会を実施しま

す。 

・一人ひとりの児童・生徒の障害や能力に応じ、も

っとも適切な学びの場が確保されるよう、就学相談

の充実に努めます。 

・就学児童・生徒に対する相談機能の充実を図り

ます。 

・特別支援学級の教育特性について啓発を図り、

指導が必要な児童・生徒の早期対応に努めます。 

・医師・専門家等で構成される就学相談委員会

の開催により、就学相談・指導体制の整備を図る

とともに、機能の充実を図ります。 

156件 継続して実施します。 

 

・就学相談説明会 

1回 

・就学相談委員会 

10回 

・就学相談件数 

2１3件 

・転学相談 

  20件 

Ａ 就学相談説明会 1回 

就学相談委員会 10回 

※ほかに改善検討会 1回、 

  研修会 1回 



 

55 

 

基本目標③ 困難を抱えた子どもと家庭への支援体制を手厚くします 

方向性（２）障害のある子どもの発達と成長支援 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成 25 年度実績） 

事業目標 

（平成 27～31年度） 

事業実績 

（平成 30 年度） 

事業評価 

（平成 30 年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

１２５ 

特別支援学級運営【学務

課】 

特別支援学級固定制（知的障害・情緒障

害）及び通級指導学級（ことば・きこえ・コミュニケ

ーション）の区内適正配置を進め、都立盲・ろう・

特別支援学校と連携しながら、一人ひとりの障害

に応じた教育の充実を図ります。 

156人 継続して実施します。  情緒障害の通級指導

について、平成 30 年度

から全小学校に特別支

援教室を開設しました。 

Ａ ・固定制在籍 180人 

・通級学級在籍 587人 

※令和元年4月に中学校3校

に特別支援教室を開設しまし

た。 

・令和2年度には全中学校に

設置する準備を行います。 

・小学校の特別支援教室につ

いては、拠点校（地区割り）

の見直しを検討します。 

１２６ 

特別支援教育への対応【庶

務課、学務課、指導室】 

・特別支援学級における適切な教育を推進するた

め、特別支援学級を設置している区立学校に非

常勤職員として介助員を配置します。 

・LD、ADHD、高機能自閉症等も含めた障害の

ある子ども一人ひとりの教育的ニーズに応じて、適

切な教育的支援を行うための学校及び地域にお

ける教育推進体制を整備します。 

・事例研究、講演会、施設見学、実技研修等、

教職員に対する特別支援教育理解のための各種

研修の充実を図ります。 

介助員の配置 

・小学校 ３人 

・中学校 １人 

（難聴学級要約筆記者

４名配置） 

・全校でコーディネーター

を指名、研修を実施しま

した。 

継続して実施します。 全校で特別支援教育

コーディネーターを指名す

るとともに、特別支援教

育に関する研修を実施

しました。 

 

介助員の配置 

・非常勤職員【庶務課】 

小学校 27人 

中学校 13人 

・臨時職員【学務課】 

小学校 2人 

中学校 1人 

 

Ａ ・教育的ニーズに応じて介助員

の配置を行います。【学務課】 

・特別支援教育コーディネータ

ーや特別支援学級教員等を

対象とした各種研修会を実施

します。【指導室】 

介助員の配置 

・必要に応じて、難聴学級要

約筆記者を配置します。 

【学務課】 
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基本目標③ 困難を抱えた子どもと家庭への支援体制を手厚くします 

方向性（２）障害のある子どもの発達と成長支援 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成 25 年度実績） 

事業目標 

（平成 27～31年度） 

事業実績 

（平成 30 年度） 

事業評価 

（平成 30 年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

１２７ 

交流教育・障害児理解教

育の実施【指導室】 

・区の学校教育における特別支援教育の基本方

針の1つとして、児童・生徒と特別支援学級、地域

の特別支援学校等との交流教育の推進を図りま

す。 

・学校教育において、障害者理解を進めるための

指導事例、教材等を開発し、その活用を図りま

す。 

・「総合的な学習の時間」における人権教育、福

祉教育、ボランティア教育等についてこれらの実践

や研究に積極的に取組む学校に対し、適切な指

導・助言を行います。 

全設置校で実施しま

した。 

継続して実施します。 特別支援学級(固定

級)設置校(小学校 8

校、中学校5校)で交流

教育を実施しました。 

特別支援学校及び

居住児童・生徒との交

流についても、小学校

19校、中学校8校で実

施し、交流活動を通し

て、児童・生徒に対して

障害者への理解を図りま

した。 

オリンピック・パラリンピッ

ク教育の一環として、パ

ラリンピアンとの交流を通

じて、障害者理解教育

にも取組みました。 

Ａ 特別支援学級や都立墨田

特別支援学校、都立墨東特

別支援学校に在籍する児童・

生徒が、副籍をもつ学校と直

接交流・間接交流を通じて居

住地域とのつながりの維持・継

続を図ります。 

特別支援教室全校設置等

も踏まえ、児童の相互理解の

促進やオリンピック・パラリンピッ

ク教育の機会を活用した障害

者理解に取り組みます。 

１２８ 

障害者（児）各種助成事

業等【障害者福祉課】 

障害者（児）に対する手当、医療、税金の軽

減、公共料金等の割引や減免等に関する手続

き、日常生活や社会参加の利便を図るための各

種助成事業を実施します。 

各種助成事業を実施

しました。 

障害者（児）に対す

る手当 

287人 

・心身障害者福祉手当

の支給 

・心身障害者医療費助

成（マル障）の受給者

証交付等 

Ａ 各種助成事業を実施します。 

１２９ 

学齢期障害児への移動支

援サービス事業【障害者福

祉課】 

一人での外出が困難な障害がある児童又は生

徒が、通学及び社会参加などの活動のための支援

を行う移動支援者（ガイドヘルパー）を派遣しま

す。 

18歳未満の支給決定者 

163人 

継続して実施します。 18歳未満の支給決定者  

187人 

Ａ 継続して実施します。 
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基本目標③ 困難を抱えた子どもと家庭への支援体制を手厚くします     

方向性（３） 保護が必要な子どもとその家庭への支援 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成 25 年度実績） 

事業目標 

（平成 27～31年度） 

事業実績 

（平成 30 年度） 

事業評価 

（平成 30 年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

１３０ 

要保護児童対策地域協議

会を中心とした虐待防止、

再発防止の強化◎【子育て

支援総合センター】 

児童虐待に関する相談や防止対策の活動を、

関係機関相互の連携・協力の下に総合的に行う

ためのネットワークである「要保護児童対策地域協

議会」の機能強化を図るため代表者・実務者会

議を開催し、地域の要保護児童を早期発見し、

適切な支援体制を構築します。また、個別ケース

検討会議を随時開催し、虐待が生じた家庭に対

する見守りサポートや解決に向けた適切な支援を

行います。乳幼児健康診査の未受診者等につい

ては要保護児童対策地域協議会のネットワークの

中で児童の所在及び安全確認の把握に努めてい

ます。 

要保護児童対策地域

協議会を中心に関係機

関との連携のもと、充実

を図りました。 

 

墨田区要保護児童対策

地域協議会 

・代表者会議 1回 

・実務者会議 2回 

・個別ケース検討会議 

88回 

関係機関との連携

の下、虐待防止、再

発防止を図ります。 

 

 

墨田区要保護児童対

策地域協議会 

・代表者会議  2回 

・実務者会議  3回 

・個別ケース検討会議 

必要に応じて開催 

関係機関との連携の

下、虐待防止、再発防

止を図りました。 

 

 

墨田区要保護児童対

策地域協議会 

・代表者会議  2回 

・実務者会議  3回 

・個別ケース検討会議 

52回 

（他機関検討会への参

加 20回） 

 

ひろばねっと（子育てひ

ろばを中心とした児童

館、子どもサロン等の地

域の子育て資源のネット

ワーク会議）を開催。 

・全体会 1回 

・両国分科会 2回 

・文花分科会 2回 

Ａ 関係機関との連携のもと、

虐待防止、再発防止を図りま

す。 

 

 

墨田区要保護児童対策地域

協議会開催予定 

・代表者会議 2回 

・実務者会議 3回 

・個別ケース検討会議 

必要に応じて開催 
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基本目標③ 困難を抱えた子どもと家庭への支援体制を手厚くします     

方向性（３） 保護が必要な子どもとその家庭への支援 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成 25 年度実績） 

事業目標 

（平成 27～31年度） 

事業実績 

（平成 30 年度） 

事業評価 

（平成 30 年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

１３１ 

養育支援訪問事業◎★

【子育て支援総合センター】 

乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん

事業）の実施結果や母子保健事業等との連携

の下、特に養育支援を必要とする家庭や家族の

状況等さまざまな原因で子どもの養育が困難にな

っている家庭を訪問し、抱えている問題の解決、軽

減を図ります。 

・専門的相談支援 

23件 45日 

・家事支援 

6件 45日 

・育児支援 

21件 222日 

関係機関と協力し、

必要に応じた養育支

援を行います。 

・専門的相談支援 

6件 24日 

・家事支援 

1件 19日 

・育児支援 

5件 64日 

Ａ 必要とする家庭が利用でき

るよう調整します。 

１３２ 

社会的養護推進のための啓

発強化【子育て支援総合セ

ンター】 

児童虐待等の相談件数の増加に伴い、児童

養護施設、乳児院等も高い入所率で推移してい

ます。一方で、養育家庭への委託児童数は伸び

悩んでおり、全国的にも社会的養護は施設が9

割、里親は1割で欧米諸国と比べ施設養護に頼っ

ています。このことから、国において里親委託率を3

割以上に引き上げることをめざし、平成24年度か

らすべての児童相談所で里親支援機関事業を開

始し、養育里親の啓発、里親の増加をめざす取組

を始めています。区としても東京都江東児童相談

所と共同し、啓発の強化に努めます。 

養育家庭体験発表会 

・江東児童相談所との共

催（11月８日） 

１回 約60名 

各種事業イベントでの啓

発 

すみだまつり（10月４

日） 

養育家庭体験発表会 

・江東児童相談所との

共催(時期未定) 

１回 

各種事業イベントでの

啓発 

すみだまつり他 

養育家庭体験発表会 

・江東児童相談所との

共催(11月18日) 

１回 60名 

各種事業イベントでの啓

発 

すみだまつり（10月

6・7日） 

Ａ 養育家庭体験発表会 

・江東児童相談所との共催 

１回 

各種事業イベントでの啓発 

すみだまつり、すみだ子育て

メッセ 

１３３ 

虐待防止にむけた啓発活動

の推進【子育て支援総合セ

ンター】 

地域で虐待を防止するための区民向け啓発パ

ンフレット及び保育所、幼稚園、学校、児童館、

医療機関等関係機関向けの虐待防止マニュアル

を作成・配布します。 

児童虐待防止の区民

むけリーフレットを作成し、

配布しました。 

改訂版を作成・配

布し、虐待防止を図り

ます。 

新規開設した関係機

関へ虐待防止マニュアル

改訂版を配布しました。 

Ａ ・児童向け虐待防止リーフレッ

ト等を配布します。 

・虐待防止マニュアルの原案を

作 成 し ま す 。 （ 改 訂 版

vol.2） 
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基本目標③ 困難を抱えた子どもと家庭への支援体制を手厚くします 

方向性（４）子育て家庭への経済的な支援と生活が困窮している子どもとその家庭への支援 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成 25 年度実績） 

事業目標 

（平成 27～31年度） 

事業実績 

（平成 30 年度） 

事業評価 

（平成 30 年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

１３４ 

認証保育所保育料負担軽

減補助事業◎【子ども施設

課】 

認証保育所に入所している児童の保護者の負

担を軽減するために助成金を交付します。 

認可保育所保育料と

の差額に応じて3階層に

分けて支給しました。 

・20,000円未満 

→ 15,000円 

・20,000円以上 

25,000円未満 

→ 20,000円 

・25,000円以上 

→ 25,000円 

・延児童数 6,399人 

限度額引上げ等、

制度の拡充及び見直

しのうえ、継続して実

施します。 

認可保育所保育料と

の差額に応じて支給。 

・11,000円未満 

→ 10,000円 

・11,000円以上 

40,000円未満 

→ 11,000 円 ～

39,000円（千円未満

の端数切り捨て） 

・40,000円以上 

→ 40,000円 

・延児童数3,228人 

Ａ 認可保育所保育料との差

額に応じて支給。 

・6,000円未満 

→ 5,000円 

・6,000円以上 

40,000円未満 

→ 6,000 円 ～ 39,000 円

（千円未満の端数切り捨

て） 

・40,000円以上 

→ 40,000円 

・延児童数3,228人（見込）  

１３５ 

児童に関する各種手当の支

給【子育て支援課】 

・児童手当：中学校修了前の子どもを養育してい

る方に支給します。 

・児童扶養手当：父又は母がいない／父又は母

に重度の障害がある等の18歳に達する年度末ま

での児童を養育している方に支給します。 

・児童育成（育成）手当（区制度）：父また

は母がいない／父または母に重度の障害がある等

の18歳に達する年度末までの児童を養育している

方に支給します。 

・特別児童扶養手当：20歳未満で、中度程度

以上の障害児を養育している方に支給します。 

・児童育成（障害）手当（区制度）：20歳未

満で、中度程度以上の障害児を養育している方

に支給します。 

受給児童数 

・児童手当 

27,114人 

・児童扶養手当 

2,760人 

・児童育成手当 

3,396人 

・児童育成手当（障害） 

179人 

・特別児童扶養手当 

229人 

国の動向に合わせ、

拡充・見直しを図りま

す。 

受給児童数 

・児童手当 

28,764人 

・児童扶養手当 

2,309人 

・児童育成手当 

2,978人 

・児童育成手当（障害） 

149人 

・特別児童扶養手当 

198人 

 

 

Ａ 受給児童数 

・児童手当 

29,080人 

・児童扶養手当 

2,383人 

・児童育成手当 

3,218人 

・児童育成手当（障害） 

157人 

・特別児童扶養手当 

191人 
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基本目標③ 困難を抱えた子どもと家庭への支援体制を手厚くします 

方向性（４）子育て家庭への経済的な支援と生活が困窮している子どもとその家庭への支援 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成 25 年度実績） 

事業目標 

（平成 27～31年度） 

事業実績 

（平成 30 年度） 

事業評価 

（平成 30 年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

１３６ 

生活困窮者学習支援事業

【生活福祉課】 

貧困の連鎖を断ち切ることを目的として、生活

困窮世帯の子どもを対象に、学習会を実施しま

す。 

― 

事業実施後、実績

検証の上、充実を図り

ます。 

(1)通年事業：生活保

護受給世帯を含む生活

困窮世帯の中学1年生

から高校1年生までの子

どもを対象に、学習会を

実施しました。 

(2)長期休み中の宿題

サポート・食事提供事：

ひとり親世帯を中心とす

る生活困窮世帯の小学

4年生から中学3年生ま

での子ども対象に、昼食

付の学習会を実施しまし

た。 

《実績》 

(1)北部・南部・家庭教

師型合計：54名 

50回×2会場 

（台風による休校 1

回） 

合計 99回 

(2)北部・南部合計：

49名 

15回×2会場 

合計 30回。 

Ａ (1)通年事業：生活保護受

給世帯を含む生活困窮世帯

の中学1年生から高校1年生

までの子どもを対象に年間各

50回、合計100回、学習会

および生活支援・育成環境に

関する助言等を実施します。 

(2)長期休み中の宿題サポー

ト・食事提供事業：ひとり親

世帯を中心とする生活困窮世

帯の小学4年生から中学3年

生までの子ども対象に、子ども

の居場所作りに重点を置き、

夏休み各8回、冬休み各2

回、合計20回、昼食付の学

習会を実施します。 
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基本目標③ 困難を抱えた子どもと家庭への支援体制を手厚くします 

方向性（４）子育て家庭への経済的な支援と生活が困窮している子どもとその家庭への支援 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成 25 年度実績） 

事業目標 

（平成 27～31年度） 

事業実績 

（平成 30 年度） 

事業評価 

（平成 30 年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

拡充 

就学援助【学務課】 

経済的理由により就学困難と認められる児童・

生徒の保護者を対象に、学用品費等の学校でか

かる費用の一部を援助します。 

＜援助を受けられる費用＞ 

学用品費、給食費、入学準備金（新入学児童

生徒学用品費）、修学旅行費、校外授業費

（宿泊を伴わない）、校外活動費（林間・臨

海）、クラブ活動費、メガネ購入費、体育実技用

具費、運動着費、学校病医療費 

※ それぞれの援助範囲は別途定められています。 

※ 入学準備金は、入学前に支給します。 

― 

教育の機会均等の精

神に基づき、すべての

児童・生徒の義務教

育のより円滑な実施を

目的とし、継続して保

護者の経済的な負担

軽減を図ります。 

【小学校】 

児童生徒数 9,969 人 

認定者数 1,977 人 

認定率 19.83% 

【中学校】 

児童生徒数 3,936 人 

認定者数 1,167 人 

認定率 29.65% 

【事業の拡充】 

平成 29 年度（平成

30 年度入学者対象）

より「新入学児童生徒

学用品費」の入学前支

給を実施 

A 継続して実施します。 
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基本目標④ 地域の子育て力及び連携を強化します 

方向性（１）親同士のつながりと子育て力の育成 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成 25 年度実績） 

事業目標 

（平成 27～31年度） 

事業実績 

（平成 30 年度） 

事業評価 

（平成 30 年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

１３７ 

「すみだ家庭の日（毎月 25

日）」の普及と活用◎【地

域活動推進課】 

「すみだ やさしいまち宣言」の趣旨である「人と

地域と環境にやさしいまち」づくりを進めるため、毎

月25日を「すみだ家庭の日」と定め、家族を中心と

した人と人とのふれあいのきっかけづくりを展開しなが

ら、すみだのまちの担い手となる「人づくり」を推進し

ます。 

・PR展約1,200人参加 

・作品展 年6回開催 

「すみだ やさしいまち

宣言」の啓発活動の

終了に伴い「すみだ家

庭の日」の普及活動は

実施しませんでした。 

 その他 ※「すみだ やさしいまち宣言」

の啓発活動終了に伴い「すみ

だ家庭の日」の普及活動は実

施しない。 

１３８ 

出産準備クラス・パパのため

の出産準備クラス【向島保

健センター、本所保健センタ

ー】 

・妊娠・出産・育児に関する知識習得や参加者の

交流を図ることで、地域での孤立化を防止、育児

支援に役立てます。 

・受講者同士のつながりを促し、出産後も継続した

かかわりを保てるよう支援します。 

出産準備クラス 

・開催回数 60回 

・参加者数 595人 

パパのための出産準備クラス 

・開催回数 13回 

・参加者数 447人 

出産準備クラス心理講座 

・開催回数 10回 86人 

充実を図ります。 ・出産準備クラス 

【向島保健センター】 

 30回 延294人参加 

【本所保健センター】 

 33回 延572人参加 

パパのための出産準備クラス 

【向島保健センター】 

 15回 延466人参加 

【本所保健センター】 

 20回 延695人参加 

出産準備クラス心理講座 

【向島保健センター】 

 5回 延 89人参加 

【本所保健センター】 

 5回 延 101 人参加 

Ａ 出産準備クラス 

【向島保健センター】 

30回 

【本所保健センター】 

33回 

パパのための出産準備クラス 

【向島保健センター】 

16回  

【本所保健センター】 

20回 

出産準備クラス心理講座 

【向島保健センター】 

5回 

【本所保健センター】 

5回 
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基本目標④ 地域の子育て力及び連携を強化します 

方向性（１）親同士のつながりと子育て力の育成 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成 25 年度実績） 

事業目標 

（平成 27～31年度） 

事業実績 

（平成 30 年度） 

事業評価 

（平成 30 年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

１３９ 

育児学級【向島保健センタ

ー、本所保健センター】 

・2か月児学級：母親の情報交換の場として交流

を深めるとともに、保健師・助産師が母乳相談・育

児相談を行います。 

・5～6か月児学級：乳児の中期に、離乳食、歯

のケア、育児の話を行うとともに、母親同士の交流

を深めます。 

・２か月児学級 

48回 780組 

・５～６か月児学級 

24回 662組 

継続して実施します。 2 か月児学級 

【向島保健センター】 

24回 延 344 人 

【本所保健センター】 

24回 延 507 人 

5～6 か月児学級 

【向島保健センター】 

12回 延 315 人 

【本所保健センター】 

24回 延 500 人 

Ａ ２か月児学級 

【向島保健センター】 

24回 

【本所保健センター】 

24回 

５～６か月児学級 

【向島保健センター】 

12回 

【本所保健センター】 

24回 

１４０ 

子育て講演会【向島保健セ

ンター、本所保健センター】 

保健センターにおいて、子育てに関する知識の

普及を図るための講演会を開催します。 

【向島保健センター】 

・「言葉をはぐくむために－

よいコミュニケーションをめ

ざして－」 21組 

【本所保健センター】 

・「いやいや期とのつきあい

方」 22組 

継続して実施します。 【向島保健センター】 

「育児のイライラとさような

ら」 27人 

【本所保健センター】 

「イヤイヤ期の対応」

23人 

Ａ 【向島保健センター】 

「イライラ育児脱出のヒント」 

【本所保健センター】 

・「未定」 

1回 

１４１ 

家庭教育学級【地域教育

支援課】 

家庭教育学級を自主的に開催する団体に対し

て経費の一部を補助し、地域における家庭教育の

充実に寄与します。 

・実施団体数 10団体 

・参加者数 482人 

継続して実施します。 ・実施団体数 13団体 

・参加者数 828 人 

Ａ 継続して実施します。 

１４２ 

自主グループ等への支援【子

育て支援総合センター】 

自主グループの活動場所の提供等を行い、ボラ

ンティアの育成を図ります。 

・自主グループの活動の

ためのワークショップを開

催しました。 

・「つながる・ひろがる・子

育ての輪」 15名 

継続して実施します。 施設の貸出し 延 13件 Ａ 施設の貸し出し等を行います。 
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基本目標④ 地域の子育て力及び連携を強化します 

方向性（２）地域の子育て力と協働 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成 25 年度実績） 

事業目標 

（平成 27～31年度） 

事業実績 

（平成 30 年度） 

事業評価 

（平成 30 年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

１４３ 

学校における地域人材の活

用◎【指導室】 

地域の方をゲストティーチャーとして学校に迎え

入れたり、職場体験や地域調べで地域の協力を

得るなど、学校の教育活動を支援する人的資源を

積極的に活用します。 

全区立小・中学校で

実施しました。 

充実を図ります。 地域人材のリストを活

用し、さまざまな教科・領

域等で地域の方をゲスト

ティーチャーとして招いた

り、職場体験で協力いた

だいた。 

Ａ 地域人材のリストを活用し

て、引続き充実を図ります。 

１４４ 

学校支援ネットワーク事業◎

【地域教育支援課】 

 

教育委員会事務局内に設置した「学校支援ネ

ットワーク本部」に、学校と学校支援ボランティアを

つなぐ役割を担う「地域コーディネーター」を配置し、

教育活動に地域人材の積極的な活用を図ってい

きます。 

・地域人材などの外部講

師派遣の件数が、25年

度は1,100名を超え、事

業開始年度（ 21年

度）の6倍、実施学校

数が延べ300校以上とな

り21年度比で10倍を超

えました。 

・地域コーディネーターを

増員し、出前授業の詳

細な状況把握と学校ニ

ーズの把握を図りました。 

充実を図ります。  地域人材などの外部

講師派遣の件数が、30

年度は 1,070名、事業

開始年度（平成 21 年

度）の 6.5 倍、実施学

校数が延べ 291 校とな

り 21年度比で 10.0倍

になりました。 

27 年度から継続して、

30 年度も引き続き、事

業の一部をNPO法人に

委託し、学校と地域人

材の連絡調整を的確に

行いました。 

Ａ ・外部講師を活用して出前授

業による学校支援活動を実施

します。 

・なお、出前授業メニューの作

成のあたっては、学校ニーズを

踏まえるとともに、学習指導要

領の主な改善すべき重点事項

に焦点を合わせます。 

・地域の協力団体等を開拓

し、より一層地域の特色を活か

した魅力あるものにしていきま

す。 

・27年度から継続して事業の

一部を教育 NPO 法人に委託

しており、連携を図りながら、事

業の安定的・継続的な推進を

図ります。 

１４５ 

高齢者と園児のふれあい給

食【高齢者福祉課】 

高齢者と保育園児の会食を通して、ふれあいと

交流を支援します。 

・実施回数 171回 

・参加者数 延3,788人 

継続して実施します。 私立保育園 5園で実施 Ａ 引続き、私立保育園5園で

「ふれあい給食」及び「生きがい

教室」を実施します。 
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基本目標④ 地域の子育て力及び連携を強化します 

方向性（２）地域の子育て力と協働 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成 25 年度実績） 

事業目標 

（平成 27～31年度） 

事業実績 

（平成 30 年度） 

事業評価 

（平成 30 年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

１４６ 

高齢者団体活動の支援【高

齢者福祉課】 

・高齢者と地域の児童との交流ふれあい事業を展

開します。 

・豊かな経験を生かし、育児に関する支援の活動

を行います。 

・子ども会との交流小学

校等での昔遊びの実施。 

・子育てひろばでの支援

ボランティア。 

継続して実施します。 子育てひろば（月 1

回）で昔遊びの指導等

を実施しました。 

Ａ 小学校、子育てひろばにおい

て、昔遊びや絵本の読み聞か

せ等を通じ、高齢者と子どもの

交流を図ります。 

１４７ 

いきいきプラザにおける交流

事業【高齢者福祉課】 

・高齢者と地域の子どもとのふれあいと交流事業を

展開します。 

・NPO法人と連携した育児サポーター養成講座を

開催し、子育て世代の支援します。 

・キッズコーナー 

・囲碁・将棋教室（週1

～2回実施） 

・キッズイングリッシュ 

・お菓子教室 

近隣児童館との交

流や子育て世代の支

援などの充実を図りま

す。 

・パソコンを使用したカー

ド作り 

・輪投げ大会 

・ハロウィンイベント 

Ａ 児童館の子どもたちと協力し、

各種イベント等を通じ交流を

図る。 

 

１４８ 

次代に継ぐ平和のかたりべ事

業【高齢者福祉課】 

・老人クラブと協働して、児童に対して平和のかたり

べ事業を実施し、平和の尊さを語り継ぎます。 

・昔遊びを通して、戦争前後の当時の状況を伝え

ます。 

・かたりべ事業10小学校 

・児童との交流 6地区 

継続して実施します。 ・かたりべ事業12小学校

等 

・児童との交流 6地区 

Ａ 継続して実施します。 

１４９ 

高齢者とのコミュニケーション

（講演会等）事業【指導

室】 

総合的な学習の時間等を活用して、地域の方を

ゲストティーチャーとして招き、具体的に地域のこと

や子どもたちに対する期待を語っていただき、人間と

しての生き方を学ぶ講演会等を行います。 

全区立小・中学校で実

施しました。 

継続して実施します。 さまざまな教科・領域

等で地域の方をゲストテ

ィーチャーとして招き、高

齢者等とのコミュニケーシ

ョンを図りました。 

Ａ 引続き実施し、充実を図りま

す。 



 

66 

 

基本目標④ 地域の子育て力及び連携を強化します 

方向性（２）地域の子育て力と協働 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成 25 年度実績） 

事業目標 

（平成 27～31年度） 

事業実績 

（平成 30 年度） 

事業評価 

（平成 30 年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

１５０ 

伝統文化等に触れ合う機会

の提供【指導室】 

学習指導要領に基づいた取組として、地域の伝

統文化等の情報提供を学校に行い、教育活動に

生かします。 

社会科の学習指導要

領の内容に基づいて、地

域の特色を生かした授業

を実施しました。 

継続して実施します。 ・全中学校で伝統音楽

教室を実施し、各学校

の特色に応じた伝統文

化の推進を図りました。 

・すみだ郷土文化資料

館において、区内延べ２

８の小学校で郷土の歴

史や文化への理解を深

めてもらう学校連携事業

を実施しました。 

・北斎に関する指導資

料やすみだ北斎美術館

を活用し、北斎の理解を

図りました。 

Ａ 全中学校において、伝統音

楽教室を開催するなど、伝統

文化等の情報提供を学校に

行い、教育活動に反映させま

す。葛飾北斎学習読本やすみ

だ北斎美術館を活用し、北斎

の理解を図りました。【指導室】 

１５１ 

青少年委員活動【地域教

育支援課】 

地域の青少年団体の活動や指導者の支援、青

少年の健全育成・余暇指導、青少年教育行政へ

の協力等を行います。 

24・25年度任期委員 

28人 

継続して実施します。 30・31年度任期委員 

26人 

Ａ 継続して実施します。 

１５２ 

青少年育成委員会活動の

支援【地域教育支援課】 

地域の不良環境の点検・自粛要請活動や青少

年の非行防止対策活動、健全育成に関する事業

への支援を行います。 

地区育成委員会数 

12団体 

継続して実施します。 地区育成委員会 

10団体 

Ａ 継続して実施します。 

１５３ 

地域の子育て支援・青少年

育成団体の連携【地域教育

支援課】 

地域にあるさまざまな子育て支援・青少年育成

団体間の連携を促進し、住民同士の支え合い活

動の推進や、区民と区の協働を推進します。 

地域育成者講習会 

「子どもの自立のために親

と地域ができること」 

参加者270名 

継続して実施します。 地域育成者講習会 

｢アスリートに学ぶ 子ども

の心身の整え方」 

参加者 93名 

 

 

Ａ 継続して実施します。 
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基本目標④ 地域の子育て力及び連携を強化します 

方向性（２）地域の子育て力と協働 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成 25 年度実績） 

事業目標 

（平成 27～31年度） 

事業実績 

（平成 30 年度） 

事業評価 

（平成 30 年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

１５４ 

総合型地域スポーツクラブの

活動支援【スポーツ・学習

課】 

地域住民のコミュニティの推進と健康増進を図る

ため、さまざまなスポーツを愛好する人々で構成す

る地域住民の自主運営を基本にした総合型地域

スポーツクラブの活動を支援します。 

・吾二中地区 

会員数 470人 

・両中地区 

会員数 240人 

自主自立に向け、側

面的支援を行います

（会場の優先使用な

ど）。 

 

・吾二中地区 

 会員数 509人 

・両中地区  

会員数 327 人 

Ａ 引続き、主催事業（区民ス

ポーツ教室、高齢者健康体操

教室、スポーツ施設開放事

業、ボート教室）の運営委託

を行います。 

１５５ 

町会、自治会・ＮＰＯ・ボラ

ンティア活動等地域活動の

支援【地域活動推進課】 

・町会、自治会に対し、その活動の推進を図るため

に、活動費の一部を助成します。 

・区内で活動するNPOのPRのため、すみだNPO協

議会と共催で、すみだNPOフェスティバルを実施し

ます。 

・町会、自治会数 

168団体 

・参加団体数 

30団体 

継続して実施します。 ・町会・自治会に対し、

コミュニティ活動推進助

成 を 実 施 し ま し た 。

（170団体） 

・3月にNPOフェスティバ

ルを開催し、パネル展示

や実演で各団体の活動

をＰＲしました。（参加

団体数：30団体） 

Ａ 町会・自治会に対する活動

費助成、すみだまつりへの出

展、NPO フェスティバルの開催 

１５６ 

すみだ地域応援サイト「いっ

しょにネッと」の管理運営【広

報広聴担当】 

「つながってまちづくり・ひとづくり」をコンセプトに、区

内で活動している団体が、自ら情報発信することが

できる地域ポータルサイトとして平成19年2月25

日に開設しました。子育てを支える地域のネットワ

ークづくりを支援します。 

・登録団体数 

280団体 

・アクセス件数 

239,607件 

  その他 ※サイト開設から10年が経過

し当初の目的を達成したため、

平成28年度をもって事業を終

了（サイトを閉鎖）しました。 
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基本目標④ 地域の子育て力及び連携を強化します 

方向性（２）地域の子育て力と協働 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成 25 年度実績） 

事業目標 

（平成 27～31年度） 

事業実績 

（平成 30 年度） 

事業評価 

（平成 30 年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

１５７ 

すみだ未来会議【地域活動

推進課】 

区民等にすみだ未来会議（区の地域課題解

決に向け、さまざまなジャンルで活動する地域住民

が集まることにより、新しいアイディアを生み出してい

くことを目的とした会議）のファシリテーターとして活

躍できるよう、その会議手法を習得してもらうことに

より、自主的に地域活動に取組む人材を育成しま

す。 

第1期講座修了：25名 

第2期講座修了：11名 

・講座 17回 

・フィールドワーク 1回 

・活動報告シンポジウム 2回 

継続して実施します。 当初は 31 年度まで継

続実施することとしていた

が、29 年度の「すみだ未

来会議」運営講座によ

り、本事業目的について

一定の役割を果たしたた

め、本事業は 29年度を

もって終了とした。 

その他 本事業は平成29年度をも

って終了とした。 

１５８ 

地域プラザ整備事業【地域

活動推進課】 

区民が地域活動や地域交流を行うのに適したコ

ミュニティ活動の拠点として、地域プラザを運営しま

す。地元区民を中心とした団体による安定した運

営が確保されるよう、運営主体への支援を行いま

す。 

・八広地域プラザ開館 

（４月１日） 

・本所地域プラザ開館 

（10月１日） 

スペースの活用及び

事業の充実を図りま

す。 

・指定管理者「一般社

団法人吾嬬の里」による 

運営。（八広地域プラ

ザ） 

・指定管理者「一般社

団法人地域プラザ BIG  

SHIP 」 に よ る 運営 。

（本所地域プラザ） 

Ａ スペースの活用及び事業の

充実を図ります。 
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基本目標④ 地域の子育て力及び連携を強化します 

方向性（３）企業等の子育て力との協働 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成 25 年度実績） 

事業目標 

（平成 27～31年度） 

事業実績 

（平成 30 年度） 

事業評価 

（平成 30 年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

１５９ 

次世代に対するものづくり人

材の育成支援◎【産業振興

課】 

区内小中高生等に対し、ものづくりの楽しさや奥

深さを伝え、ものづくりへの興味をわき起こす場や機

会を提供することにより、次世代のものづくり産業の

担い手を育成します。 

・ものづくり塾 2回 7人 

・次世代ものづくりすみだ

プロジェクト（新規） 

・小学生向け科学教室

「すみだサイエンスパーク」

（9/12 すみだ中小企

業センター） 

参加児童 192人 

・中・高生向け科学教室

「すみだサイエンスファクト

リー」（12/21すみだ産

業会館） 

参加者77人 

・アウトオブキッザニア 

1,181名 

充実を図ります。 アウトオブキッザニア 

inすみだ 

体験者数 1,146 名 

（通常プログラム 597

名、教育旅行549名） 

Ａ アウトオブキッザニア inすみだ 

（子ども向け職人体験プログラ

ムを開催） 
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基本目標④ 地域の子育て力及び連携を強化します 

方向性（３）企業等の子育て力との協働 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成 25 年度実績） 

事業目標 

（平成 27～31年度） 

事業実績 

（平成 30 年度） 

事業評価 

（平成 30 年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

１６０ 

中学生の職業体験・保育体

験学習の充実や小学生の

幼児との交流◎【指導室】 

・区内事業所で職場体験学習を行うことにより、

「働くこと」への関心、意欲の向上と地域に対する

理解を深め、自立意識や豊かな人間性の育成を

図ります。 

・幼稚園や保育所への訪問等を通して、乳幼児と

触れ合うことにより、乳幼児の生活や遊びについて

理解するとともに、幼い子どもや家庭を大切に思う

心を育みます。 

全区立中学校（11

校）で実施しました。 

継続して実施し、充

実を図ります。 

・全区立中学校（10

校）で職場体験学習を

実施する。「働くこと」への

関心、意欲の向上を図

りました。 

・幼稚園や保育園への

訪問を通して、乳幼児

期の生活や遊びについて

理解を深めました。 

・園児が小学校を訪問し

体験授業を行うなど小

学生と幼児との交流を

行いました。 

Ａ ・全中学校で職場体験学習を

実施します。 

・望ましい社会性や勤労観、

職業観の育成を図り、地域に

対する理解を深めます。 

・園児が小学校での体験授業

を行うなど、小学生との交流を

深めます。 

１６１ 

職業体験事業【産業振興

課】 

産業振興課職員が出席する各団体の会議、

会合、区内産業人の出席する交流会等におい

て、インターンシップ等への協力をPRします。 

・インターンシップへの PR

（産業振興会議及び産

業経済課職員が出席す

る各団体の会議・会合、

区内産業人の出席する

交流会等） 

・アウトオブキッザニア 

1,181名 

・特別公開講座は、授

業ではなく講演会として

実施しました。 

地域の産業、人や

商店街との交流や商

業体験を通じ、職業

意識の向上を図りま

す。 

・インターンシップへの PR

（産業振興会議及び

産業経済課職員が出席

する各団体の会議・会

合、区内産業人の出席

する交流会等） 

・アウトオブキッザニア 

 inすみだ【再掲】    

体験者数 1,146 名 

（通常プログラム 597

名、教育旅行549名） 

Ａ 産業振興課職員が出席す

る各団体の会議等において、イ

ンターンシップへの協力をＰＲ

します。 
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基本目標④ 地域の子育て力及び連携を強化します 

方向性（４）個々のニーズに即した子育て支援ネットワークの構築 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成 25 年度実績） 

事業目標 

（平成 27～31年度） 

事業実績 

（平成 30 年度） 

事業評価 

（平成 30 年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

１６２ 

子育てサポーターの育成・活

用◎【子育て支援総合セン

ター】 

地域の子育て経験豊富な区民を、子育てをサ

ポートする人材として育成し、子育て支援サービス

事業での活用を図ります。 

サポーター養成講座の実施

認定者数 計22人 

充実を図ります。 子育てサポーター新規認

定者数 

 3人（計 165人） 

Ａ 子育てサポーター養成講座

を子育て支援員研修に準ずる

形で行います。 

１６３ 

地域子育て支援ネットワーク

の構築◎【子育て支援総合

センター】 

・子育ての地域拠点としての機能を強化するため、

子育て支援総合センターの機能や役割の強化とと

もに、子育てにかかわる各種関係機関の人材育成

や地域における子育て支援人材の育成を図りま

す。 

・家庭への支援の目が届かずに孤立することを防ぐ

ため、子育て支援総合センター、子育てひろば、保

育所、幼稚園、認定こども園、児童館等の地域

子育て支援拠点を核として地域の子育て支援ネッ

トワークを構築します。 

― 

各施設での子育て

相談対応力の強化を

図るため、社会資源研

修を始めとする人材育

成及び事例研究を、

地域の子育て支援ネッ

トワークにおいて実施し

ます。 

子育て支援ネットワーク

化会議 

2回 開催 

参加人数 24人 

Ａ ネットワーク化を促進するとと

もに、子育て支援人材の育成

を図ります。 



 

72 

 

基本目標④ 地域の子育て力及び連携を強化します 

方向性（４）個々のニーズに即した子育て支援ネットワークの構築 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成 25 年度実績） 

事業目標 

（平成 27～31年度） 

事業実績 

（平成 30 年度） 

事業評価 

（平成 30 年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

１６４ 

地域子育て支援拠点等にお

ける利用者支援事業◎★

【子育て政策課、子ども施設

課、子育て支援総合センタ

ー】 

子育て親子が集まりやすい身近な場所で、地域

の子育て支援事業等の情報提供及び必要に応じ

て相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡

調整等を実施します。 

― 

子育て支援総合セ

ンター、子育てひろば、

認定こども園、保育

所、児童館、区役所

において実施します。 

児童館において、利

用者支援事業を実施し

た。（子育て政策課） 

 子育て支援事業等の

情報提供及び相談・助

言等を適宜実施した。

【子ども施設課】 

適切な施設・事業に

つなぐことを目的に社会

資源研修を実施した。 

１回 参加人数42人 

児童館職員も対象に

利用者支援事業を拡大

し実施した。【子育て支

援総合センター】 

Ａ 引続き、利用者支援事業を

実施します。【子育て政策課】 

引続き、情報提供及び相

談助言等を必要に応じて実施

します。【子ども施設課】 

社会資源スキルアップ研修

を9/9に実施予定。また、地域

資源の発見・共有、社会資源

の開発等を引続き行います。

【子育て支援総合センター】 

１６５ 

保育コンシェルジュ事業（利

用者支援事業）◎★【子

育て支援課】 

保育専門相談員（保育コンシェルジュ）が、保

育を希望する保護者の相談に応じ、個別のニーズ

や状況に最も合う保育サービスの情報提供を行い

ます。 

・保育コンシェルジュ 

２名配置 

・相談受付件数 

277件 

充実を図ります。 ・保育コンシェルジュ 

3名配置 

・相談受付件数 

1,774件 

Ａ  週2回、特設窓口を開設す

る外、毎月保活に関する説明

会を実施します。 
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基本目標④ 地域の子育て力及び連携を強化します 

方向性（４）個々のニーズに即した子育て支援ネットワークの構築 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成 25 年度実績） 

事業目標 

（平成 27～31年度） 

事業実績 

（平成 30 年度） 

事業評価 

（平成 30 年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

１６６ 

乳幼児子育て相談【子育て

政策課、子ども施設課、子

育て支援総合センター】 

保育所、児童館、乳幼児子育て相談室等の

身近な機関において、子育てに関するさまざまな悩

みや不安への相談に応じ、必要な支援を行いま

す。 

全区立保育所（27

園）で実施しました。 

【乳幼児子育て相談室】 

・電話相談 15件 

・来庁相談 134件 

 

【子育て支援総合センター】 

子育て相談件数 

・電話：151件 

・来所：613件 

・メール：12件 

充実を図ります。 【全区立保育所】 

相談件数 

来園相談 75件 

【全区立児童館】 

相談件数 

来館相談 1,134件 

【子育て支援総合センター】 

子育て相談件数 

・電話：109件 

・来所：229件 

・メール： 1件 

・子育て情報提供 

1,068件 

（うち、電話671件・来

所397件） 

Ａ 全区立保育所（27園）、

全区立児童館（11館）で実

施します。 

子育て支援総合センターで

は、子育て相談・子育て情報

提供・虐待関係等総合相談

を実施します。 
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基本目標④ 地域の子育て力及び連携を強化します 

方向性（５）子どもの安全・安心を守るための環境の整備 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成 25 年度実績） 

事業目標 

（平成 27～31年度） 

事業実績 

（平成 30 年度） 

事業評価 

（平成 30 年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

１６７ 

地域防犯対策◎【安全支

援課、庶務課】 

・地域住民が安全で安心して暮らせる環境を整備

するため、地域防犯対策として、子どもの下校時に

あわせてパトロール等を実施します。 

・防犯カメラ等の安全施設を設置する場合に、東

京都の補助とあわせて区の助成金を補助します。 

・地域において自主防犯活動をしている団体を支

援するため、防犯パトロール用品を支給します。 

・「学校安全ボランティア事業」のPRに努め、地域

の見守りにより子ども達が安心・安全に登下校でき

るようにします。 

・防犯パトロールカー2台

を使用し、毎日、各1台

（午後3時から午後11

時まで及び午後5時から

翌日午前2時まで）が

区北部及び南部を日替

わりで巡回しました。 

・防犯カメラ等設置補助助成 

２団体 

・防犯カメラ等維持経費助成 

８団体 

・防犯パトロール用品支給団体 

５団体 

子どもが犯罪に巻き

込まれることを防止す

るため、防犯パトロール

カーの巡回等、「区民

の体感治安」の向上を

図ります。また、地域

住民による自主防犯

活動を支援し「地域の

防犯力」を高めます。 

・地域住民が安全で安

心して暮らせる環境を整 

備するための地域防犯

対策として、子どもの下

校時にあわせてパトロー

ル等を実施しました。

（安全支援課） 

・防犯パトロールカー2台

を使用し、毎日 1 台は

午後 3 時から午後 11

時まで、1台は午後5時

から翌日午前 2 時まで

区内全域を巡回しまし

た。（安全支援課） 

・防犯カメラ等設置補助助成 

4団体 

・防犯カメラ等維持経費助成 

27団体 

・防犯パトロール用品支給 

11団体 

・引続き、ボランティア募

集を行いました。(庶務

課) 

Ａ ・防犯パトローカー２台を使用

し、毎日巡回します。（安全

支援課） 

・防犯カメラなどの防犯設備を

設置する際、補助金を交付し

ます。（安全支援課） 

・自主防犯活動をしている団

体への支援のため、防犯パトロ

ール用品を支給します。（安

全支援課） 

・子ども達が安心・安全に登下

校できるよう、学校安全ボラン

ティアの募集を行います。(庶務

課) 
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基本目標④ 地域の子育て力及び連携を強化します 

方向性（５）子どもの安全・安心を守るための環境の整備 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成 25 年度実績） 

事業目標 

（平成 27～31年度） 

事業実績 

（平成 30 年度） 

事業評価 

（平成 30 年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

１６８ 

安全・安心メール◎【安全支

援課】 

地震などの自然災害や、犯罪の発生、不審者

の出没等の事件や事故が発生した場合に携帯電

話などに情報を配信します。 

・登録者数 11,334人 

・防災情報 28件 

・防犯情報 7件 

・その他事故情報 7件 

「すみだ安全・安心

メール」について各イベ

ント等で広く周知し、

登録者数の増加を図

ります。 

登録者数 22,664 人 

・防災情報 46件 

（自動配信 30 件・啓

発 16件） 

・防犯情報 100 件 

・その他事故情報 9件 

Ａ 防災、防犯、その他事故情

報について、あらかじめメールア

ドレスなどを登録した区民等の

携帯電話、パソコン等に対して

メール配信を行います。 

１６９ 

スクールゾーン育成事業【土

木管理課】 

登下校時の交通事故を防止するため、小学校

の通学区域ごとに設置されている各スクールゾーン

対策連絡会との意見交換会を実施し、その活動

を支援します。 

・モデル地区対策連絡会 

１校 

・自主推進地区対策連絡会  

24校 

・スクールゾーン対策連絡

会全体意見交換会 

平成25年７月８日実施 

継続して実施します。 ・スクールゾーン対策連

絡会全体意見交換会 

9月 14日実施 

・補助金交付 

1校につき30,000円 

・自主推進地区対策連絡会  

21校 

Ａ ・スクールゾーン対策連絡会全

体意見交換会を実施します。 

・スクールゾーン対策連絡会へ

補助金を交付します。 

１７０ 

セーフティ教室【指導室】 

児童・生徒の健全育成の活性化及び充実を図

るとともに、保護者・区民の参加の下に家庭、学

校、地域社会の連携による非行、犯罪被害防止

教育を推進します。 

全区立小・中学校で

実施しました。 

継続して実施します。 全区立小・中学校で

実施しました。 

Ａ 引続き、全区立小・中学校

で実施していきます。 

１７１ 

交通安全教室【庶務課】 

・幼稚園・小中学校の児童・生徒を対象に、交通

安全（防犯）教室を実施します。 

・登下校時の通学路における安全（実地）指導

の強化を図るとともに、防犯についての指導も取り

入れます。 

【交通安全（防犯）教室】  

・区立小学校 25校 

・区立中学校 11校 

・区立幼稚園 7園 

引続き、児童・生徒

を対象に、交通安全

（防犯）教室を実施

します。 

全区立幼稚園・小中

学校で実施しました。 

Ａ 引続き、全区立小・中学校

で実施していきます。 
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基本目標④ 地域の子育て力及び連携を強化します 

方向性（５）子どもの安全・安心を守るための環境の整備 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成 25 年度実績） 

事業目標 

（平成 27～31年度） 

事業実績 

（平成 30 年度） 

事業評価 

（平成 30 年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

１７２ 

すみだこども１１０番【地域

教育支援課】 

子どもたちの登下校時及び下校後の安全を確

保するため、シンボルマーク（ステッカー）を掲示

し、子どもたちが不審者と遭遇した際の避難場所と

する「すみだこども110番運営委員会」の活動を支

援し、犯罪発生の抑止を図ります。 

協力家庭数 3,738件 継続して実施します。 協力家庭数 3,025 件 Ａ 継続して実施します。 

１７３ 

緊急通報装置等の防犯設

備【庶務課】 

子どもの安全を守るため、非常通報体制「学校

110番」、防犯カメラ・モニター、電子錠等を区立

小中学校・幼稚園に導入しています。また、不審

者情報や自然災害情報等を学校が保護者にメー

ルで発信するシステムを導入しています。 

学校連絡情報メールシス

テム導入校（園） 

・区立小学校 25校 

・区立中学校 11校 

・区立幼稚園 7園 

・メール配信 689件 

・アドレス登録12,165件 

すべての学校等に

緊急通報装置等の防

犯設備を設置します。

今後は設備の運用を

行います。 

設置済の防犯カメラ・

モニター設備の一部更

新及び非常通報体制

「学校110番」、電子錠

等について設備の運用を

行いました。 

 

学校連絡情報メールシ

ステム導入校（園） 

・区立小学校 25校 

・区立中学校 10校 

・区立幼稚園 7園 

・メール配信 1,393 件 

・アドレス登録16,952 件 

Ａ 引続き、不審者情報や登

下校に係る情報を保護者に電

子メールで通知し、緊急時の

対応や通学区域等の安全確

保に努めます。また、設置済み

の防犯カメラ・モニター設備、非

常通報体制「学校110番」、

電子錠等について設備の運用

を行います。 

１７４ 

防犯ブザーの貸与【学務課】 

子どもの防犯対策として、小学生に防犯ブザー

を貸与し、子どもの安全確保に努めます。 

新1年生に配布しまし

た。 

継続して実施します。 新 1 年生に配布しま

した。 

Ａ 区内居住及び区立小１年

全生徒への配布 
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基本目標④ 地域の子育て力及び連携を強化します 

方向性（５）子どもの安全・安心を守るための環境の整備 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成 25 年度実績） 

事業目標 

（平成 27～31年度） 

事業実績 

（平成 30 年度） 

事業評価 

（平成 30 年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

１７５ 

通学路防犯対策【庶務課】 

小学校、地域等が行う通学路における児童の

見守り活動を補完し、通学路における児童の安全

確保を図るため、小学校の通学路に防犯カメラを

設置します。 ― 

区内小学校25校

の通学路に設置した

防犯カメラを適正に維

持管理するとともに、

警察署との連携・協力

体制を強化していきま

す。 

平成 28 年度に区内

全小学校への設置が完

了しました。 

Ａ 区立小学校全25校に設置

済みです。区内121台を運用

していきます。 
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基本目標⑤ ワーク・ライフ・バランスを踏まえた支援を実施します 

方向性（１）ワーク・ライフ・バランスの実現にむけた環境づくりの推進 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成 25 年度実績） 

事業目標 

（平成 27～31年度） 

事業実績 

（平成 30 年度） 

事業評価 

（平成 30 年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

１７６ 

ワーク・ライフ・バランス推進

事業◎【人権同和・男女共

同参画課】 

事業所等において仕事と生活の調和（ワーク・

ライフ・バランス）を図ることの意義や方法等を紹

介し意識啓発を行い、実践に向け支援します。 

ワーク・ライフ・バランスセミ

ナー参加者数 

16人 

区内企業に「ワー

ク・ライフ・バランス」の

意義と有効性を啓発

するため、セミナー内容

の充実を図ります。 

・ワーク・ライフ・バランスセ

ミナー 

「女性活躍推進と組織

力向上～女性が活躍す

る企業になるために～」 

2 日間コース参加者数

のべ 69人 

「育休後職場復帰セミナ

ー」参加者数 21名 

 

Ａ ・ 区内企業が「ワーク・ライフ・

バランス」を有効な経営戦略と

捉え積極的に推進するための

セミナーを実施します。 

・ 女性の活躍推進、働き方

改革及びワーク・ライフ・バラン

ス推進に係る取組を実施又は

計画する区内中小企業が、専

門家の助言・指導を必要とす

る場合、アドバイザーを派遣し

ます。 
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基本目標⑤ ワーク・ライフ・バランスを踏まえた支援を実施します 

方向性（１）ワーク・ライフ・バランスの実現にむけた環境づくりの推進 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成 25 年度実績） 

事業目標 

（平成 27～31年度） 

事業実績 

（平成 30 年度） 

事業評価 

（平成 30 年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

１７７ 

男性の育児参加にむけた意

識啓発◎【人権同和・男女

共同参画課、職員課、地域

教育支援課】 

・男女共同参画学習への区民参画を促進し、家

庭生活において男性が積極的に子育てにかかわる

ことができるよう、技術の習得や意識啓発を行いま

す。【人権同和・男女共同参画課】 

・男性職員が育児に参加しやすい環境整備と意

識の啓発を行います。【職員課】 

・家事や育児を男女がともに担うように、男性に対

しての各種講座の実施を支援し、意識啓発を促

進します。【地域教育支援課】 

 

 

・すみだパパスクール 

3回 58人 

・家庭教育学級 

男性参加者数 64人 

・わくわく親子サイエンス教室 

男性参加者数 14人 

・男性職員の育児休業 

男性育児休業取得者

２人 

男女共同参画社会

推進のための意識啓

発を行い、男性の子

育て参画を支援しま

す。【人権同和・男女

共同参画課】 

 職員のための仕事と

子育て両立プラン（特

定事業主行動計画）

の施行により男性職員

の育児参加促進を図

り、あわせて「育児・看

護・介護等に係る休

暇等の制度」一覧の

職員周知により事業の

促進を図ります。【職

員課】 

 

【人権同和・男女共

同参画課】 

・すみだパパスクール 

3回 延 65人 

（うち男性 42人） 

【職員課】 

｢育児・看護・介護等

に係る休暇等の制度｣

一覧による制度周知を

行ったほか、男性職員の

育児参加促進を図りま

した。 

・男性職員の育児休業

取得者数 ９人 

 

・家庭教育学級 

男性参加者数 199 人 

 

家庭教育学級 

男性参加者数 199 人

親子で楽しむサイエンス教室 

男性参加者数44人

【地域教育支援課】 

Ａ 【人権同和・男女共同参画課】 

継続して実施します。 

 

 

【職員課】 

 現行の特定事業主行動計

画（前期計画）が最終年度

となることから、令和２年度に

向け計画の見直しを行い、同

計画（後期計画）を策定す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

家庭教育学級、親子で楽しむ

サイエンス教室を継続して実施

します。【地域教育支援課】 
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基本目標⑤ ワーク・ライフ・バランスを踏まえた支援を実施します 

方向性（１）ワーク・ライフ・バランスの実現にむけた環境づくりの推進 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成 25 年度実績） 

事業目標 

（平成 27～31年度） 

事業実績 

（平成 30 年度） 

事業評価 

（平成 30 年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

１７８ 

働く女性のための支援事業

【人権同和・男女共同参画

課】 

働く女性向けのストレスマネジメント・スケジュール

管理など、自分らしく健康に働くための知識を得る

ための講座等を実施します。（すみだ女性センター

で実施） 

・開催回数 3回 

・参加者数 延33人 

労働の場における男

女共同参画社会推進

の意識啓発に努め、

働く女性を支援しま

す。 

性別等に関わらず、働く

人を支援する講座として

実施 

アンガー・マネジメント講

座 

・参加人数 33人 

ストレス・マネジメント講

座 

・参加者数 22人 

  

Ａ 働く人を支援する講座を開

催します 

１７９ 

再就職支援のための事業

【経営支援課】 

・ハローワーク墨田、葛飾区と連携し、合同就職面

接会を開催します。 

・ハローワーク墨田と連携し、再就職に向けた就職

活動支援セミナーを開催します。 

・ハローワーク墨田と連携し、求人検索端末を設

置し、職業の紹介及び就職相談等を行う「就職

支援コーナーすみだ」を設置します。 

合同就職面接会 

（葛飾区と合同で3回開催） 

・参加企業 43社 

・就職者数 50人 

再就職支援セミナー 

・開催回数 4回 

・参加者数 200人 

就職支援コーナー 

・紹介者数 1649人 

・就職者数 226人 

各所管における雇

用対策、情報の共有

化を図りつつ、関係機

関と協力し、就職支援

を行います。 

・合同就職面接会（葛

飾区と合同で 3回開

催） 

参加企業41社 

就職者数22人 

・再就職支援セミナー 

開催回数4回 

参加者数136人 

・就職支援コーナー 

紹介者数832人 

就職者数182人 

Ａ 合同就職面接会 

・葛飾区と合同で3回開催 

再就職支援セミナー 

・ハローワーク墨田と共催で2回

開催 

就職支援コーナー 

・毎週月曜日から金曜日まで

の９時から１７時開設 

※祝日・年末年始を除く 

１８０ 

男の生き方セミナー【人権同

和・男女共同参画課】 

男女共同参画社会推進のために、男性が家庭

や地域の中で何をしていくべきか、できることは何か

などを話し合います。（すみだ女性センターで開

催） 

・開催回数 ２回 

・参加者数 延34人 

男性に対し、男女

共同参画社会推進の

ための意識啓発を行い

ます。 

アンガー・マネジメント講

座 

・参加人数 44人 

 

Ａ 中高年男性を対象とした講

座を実施します。 
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基本目標⑤ ワーク・ライフ・バランスを踏まえた支援を実施します 

方向性（１）ワーク・ライフ・バランスの実現にむけた環境づくりの推進 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成 25 年度実績） 

事業目標 

（平成 27～31年度） 

事業実績 

（平成 30 年度） 

事業評価 

（平成 30 年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

１８１ 

すずかけ大学【人権同和・男

女共同参画課】 

性別にとらわれず、家庭・地域・社会のあらゆる

分野の活動に自らの意思で参画できる人材を育

成するための基礎的な知識を学ぶ講座を実施しま

す。（すみだ女性センターで開催） 

・開催回数 7回 

・参加者数 延352人 

男女共同参画社会

の実現にむけ意識啓

発を行い、家庭・地

域・社会の中で男女

共同参画を推進する

人材の育成をめざしま

す。 

・開催回数 全 10回 

・参加者数 延 348 人 

Ａ すずかけ大学を、前後期計

8回開催します。 

１８２ 

男女の機会均等の確保や

待遇の改善、育児休業制

度の取得促進にむけた啓発

【人権同和・男女共同参画

課】 

・国・都から提供された労働に関する各種資料を

配布し、職場での男女平等を促進するための情報

提供を行います。 

・男女共同参画推進のための情報誌を発行し、事

業所等に配布しながら情報提供を行います。 

情報誌「にじ」を10月・

3月に発行し、事業主・

町会・自治会等に配布。 

・情報誌「すずかけ」を

7月・12月に発行し、

事業主・町会・自治会

等に配布しました。 

・セミナーにて、事業所

等に情報提供を行い

ました。 

・セミナーにて、事業所等

に情報提供を行いまし

た。 

・情報誌「すずかけ」を8

月・1月に発行し、事業

主・町会・自治会等に配

布しました。 

Ａ 墨田区男女共同参画情報

誌「すずかけ」を８月・１月に

発行し、事業主、町会、自治

会等に配布します。 

１８３ 

子育て中の女性向け啓発

事業【人権同和・男女共同

参画課】 

入園前の子をもつ母親が、子どもと離れて男女

共同参画等について学ぶ講座を実施します。子ど

もたちは別室で、保育士による一時保育を実施し

ます。 

・開催回数 3回 

・参加者数 延92人 

子育ての孤立化を

防止するため、子育て

中の女性のネットワーク

づくりや男女共同参画

推進のための意識啓

発を行います。 

・開催回数 全 3回 

・参加者数 延 53人 

Ａ 乳幼児子育て中の母親対

象事業を3回開催します。 
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基本目標⑤ ワーク・ライフ・バランスを踏まえた支援を実施します 

方向性（２）子育てにやさしいまちづくりの推進 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成 25 年度実績） 

事業目標 

（平成 27～31年度） 

事業実績 

（平成 30 年度） 

事業評価 

（平成 30 年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

１８４ 

赤ちゃん休けいスポット事業

◎【子育て支援課】 

・赤ちゃんを連れて、おむつ替えや授乳のために気

軽に利用できる場所を、東京都の赤ちゃん・ふらっ

と事業とは別に区として認定し、整備を促進しま

す。 

・区で開催されるイベント等においても整備を促進

します。 

― 

・民間店舗等157か

所、区施設71か所、

合計228か所（うち、

新規登録3件） 

・再認定調査実施 

民間店舗等 139か

所、区施設70か所、合

計209か所（うち、新規

登録1件） 

 

Ｂ 事業のさらなる周知に努めま

す。 

 

１８５ 

すみだ良質な集合住宅認定

制度【住宅課】 

墨田区内に供給される集合住宅のうち、住生

活に関するさまざまな機能（子育て・防災）につ

いて、建築及び管理運営において特に配慮したも

のを認定することにより、区内に良質な集合住宅の

供給促進を図るとともに、住み替えにおける良質な

住環境の指針を提供します。 

・認定１件 

（子育て型１件・防災

型１件） 

・仮認定1件（防災型1

件） 

1年間に供給される

集合住宅の戸数の3

割を認定します。 

・年度実績 

認定： 1件 /40 戸

（防災型） 

・累計実績 

認定：10件（子育

て型4件・  防災型 7

件） 

・マンション建設事業者

へ周知を行いました。 

A 

申請によるもの

であるため、計

画に遅れが生

じているもので

はない。 

・認定実績の目標：232戸 

・事業者へのさらなる周知に努

めます。 

１８６ 

放置自転車対策【土木管

理課】 

・公共の場における自転車の駐輪マナーを高めます

（キャンペーンや区報によるPR）。 

・放置自転車の撤去、保管、返還業務（景観の

保全、交通障害の排除）を行います。 

・自転車駐車場の整備を推進します。 

・撤去台数 15,611台 

・放置自転車関連キャン

ペーン実施 

４回 

引続き、放置自転

車の撤去やキャンペー

ンを推進します。 

・撤去台数 11,932 台 

・放置自転車関連キャン

ペーンを実施（7回） 

・錦糸町駅四ツ目通り

歩道部に 1 か所（収容

台数 10 台）、時間単

位で利用できる自転車

駐車場を整備（10 月

1日供用開始） 

Ａ ・自転車の放置状況を踏まえ

た効果的な警告・撤去を行うと

ともに、定期的なキャンペーンに

より駐輪マナーの向上を図りま

す。 
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基本目標⑤ ワーク・ライフ・バランスを踏まえた支援を実施します 

方向性（２）子育てにやさしいまちづくりの推進 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成 25 年度実績） 

事業目標 

（平成 27～31年度） 

事業実績 

（平成 30 年度） 

事業評価 

（平成 30 年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

１８７ 

交通バリアフリー事業【厚生

課】 

高齢者、身体障害者、妊婦やけが人なども含

め、だれもが公共交通機関を使って移動のしやす

いバリアフリーのまちづくりを実現するため、旅客施

設、周辺の道路、駅前広場等の整備を推進しま

す。 

東武曳舟駅の内方線

付点状ブロック設置工事

に対し助成を行いました。 

引続き、区内鉄道

駅のバリアフリー整備を

促進します。 

０件 

（平成３０年度は工

事実施予定の事業者が

ないため） 

Ａ バリアフリー工事実施予定

事業者はありませんが、継続し

て支援します。 

１８８ 

道路バリアフリー事業【道路

公園課】 

歩道の段差を改修することにより、ベビーカーの

通行をはじめ、高齢者、障害者等を含むすべての

人の円滑な通行を確保します。 

押上二丁目22番～

東向島二丁目11番 

140ｍ 

オリンピック・パラリン

ピック開催会場を中心

に両国・錦糸町・押上

地区をバリアフリー整備

した路線でネットワーク

化を図ります。 

国技館通りほか３路

線において、道路バリアフ

リー整備を実施しました。 

Ａ 国技館通りほか５路線にお

いて、道路バリアフリー整備を

行います。 

１８９ 

公園等の出入口バリアフリー

化【道路公園課】 

区民の誰もが安心して利用できるよう、公園等

のバリアフリー化を図ります。 

１公園整備 

（八広公園） 

児童遊園の整備を

推進します。 

 くるみ児童遊園再整備

工事を実施しました。 

Ａ 

 

公園、児童遊園の施設改

修とあわせて公園等出入口の

バリアフリー化に引続き取り組

みます。 

１９０ 

公衆トイレ等のバリアフリー化

【道路公園課】 

区民の誰もが安心して利用できるよう、公衆トイ

レ等のバリアフリー化を図ります。 

２か所整備 

（八広公園、菊川公

園） 

トイレの改築に合わ

せて実施します。 

2 つの児童遊園でだ

れでもトイレを整備しまし

た。（八広第一児童遊

園、くるみ児童遊園） 

Ａ 日進公園でトイレ改修工事

を行います。 

１９１ 

区庁舎、公共施設への子連

れの親子向けトイレ等の整

備【総務課】 

区庁舎等に子ども連れで利用できるトイレや授

乳室を設置します。 

【庁舎内】 

・2階だれでもトイレにベビ

ーキープを設置しました。 

・授乳室に遮音カーテン

を設置しました。 

7階・12階・15階・

18階のだれでもトイレ

にベビーキープを設置し

ました。 

7 階・12 階・15 階・

18 階のだれでもトイレに

ベビーキープを設置しまし

た。 

その他 平成 28年度までに全て実

施した。 



 

84 

 

基本目標⑤ ワーク・ライフ・バランスを踏まえた支援を実施します 

方向性（３）子育て家庭の視点に立った情報の発信 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成 25 年度実績） 

事業目標 

（平成 27～31年度） 

事業実績 

（平成 30 年度） 

事業評価 

（平成 30 年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

１９２ 

子育て支援のための情報発

信アプリの運用◎【子育て支

援課】 

墨田区で子どもを産み育てたい人が、容易に必

要な情報を取得でき、また、産前・産後ケア、子ど

もの月齢に応じた区からのお知らせを個別に受け

取ることができるアプリケーションを運用します。 

― 

システム改修を実施

し、利便性を向上させ

ます。また、周知を図

り、多くの区民の利用

を促進します。 

機能改善及びコンテンツ

の充実を目的とした改修

を実施し、リニューアル版

を平成31年2月に公開

しました。 

Ａ アプリのさらなる周知を図まり

ます。 

 

１９３ 

子育て支援に関する区ホー

ムページコーナーの運用◎

【広報広聴担当、子育て支

援課】 

区ホームページ内の子育て支援に関するコーナ

ー（子育て応援サイト）を運用し、わかりやすく情

報発信します。 

子育て応援サイトを作

成しました。 

内容の充実を図りま

す。 

引続き区ホームページ

で情報を提供しました。 

Ａ 引続き区ホームページで情

報を提供し、子育て家庭の視

点にたった情報発信に努めま

す。 

１９４ 

子育て支援情報の提供【保

健計画課、向島保健センタ

ー、本所保健センター】 

親子健康手帳配布時に「母と子の保健バッグ」

を配布し、子育て支援の情報提供を行います。 

庁舎、保健センター、

出張所、子育て支援総

合センターで配布しまし

た。 

継続して実施します。 引続き「母と子の保健

バッグ」、妊娠から産後の

育児相談までのサービス

を提供するリーフレット「こ

んにちは！赤ちゃん」を配

布しました。 

Ａ 庁舎、保健センター、出張

所、子育て支援総合センター

で、親子健康手帳交付時に

子育て支援の情報提供を行い

ます。 
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基本目標⑤ ワーク・ライフ・バランスを踏まえた支援を実施します 

方向性（３）子育て家庭の視点に立った情報の発信 ◎：重要事業 ★：関連事業 

事業名 事業内容 
計画策定時現況 

（平成 25 年度実績） 

事業目標 

（平成 27～31年度） 

事業実績 

（平成 30 年度） 

事業評価 

（平成 30 年度） 

事業計画 

（令和元年度） 

１９５ 

区報及び CATV による情報

提供【広報広聴担当】 

区報及びCATVによる子育てに関する各種サー

ビス、講習会・講演会やイベント等の情報提供の

充実を図ります。 

区報 

・子育てに関する記事

は、年間107記事を掲

載しました。 

CATV 

・子育てに関するコーナー

を隔月で制作（6本）し

たほか、イベントや制度の

事前周知（6本）とニュ

ース映像など（7本）で

紹介しました。 

子育てに関する各

種サービス、講習会・

講演会やイベント等の

情報を引続き提供しま

す。 

子育てに関する各種

サービス、講習会・講演

会やイベント等の情報を

引続き提供しました。 

Ａ 子育てに関する各種サービ

ス、講習会・講演会やイベント

等の情報を引続き提供しま

す。 

１９６ 

区ホームページ等の外国語

版の作成【広報広聴担当、

子育て支援課】 

・在住外国人家庭でも利用できるよう、区ホームペ

ージ（子育て支援に関するコーナー含む）に自動

翻訳機能を導入します。 

・子育てに関する外国語による情報提供を強化し

ます。 

・区ホームページで自動

翻訳機能を引き続き提

供しました。 

・墨田区外国語版生活

便利帳を窓口課等で配

布しました。 

・いきいき子育てガイドブッ

クの防災関連記事につい

て、「英語」「中国語」「ハ

ングル語」を併記していま

す。 

対象とする言語等を

検討のうえ、実施しま

す。 

・区ホームページの自動

翻訳機能を、引続き提

供しました。 

・墨田区外国語版生活

便利帳を、窓口等で配

付しました。 

Ａ ・区のホームページの自動翻訳

機能を引続き提供します。 

・墨田区外国版生活便利帳

を窓口課等で配布します。 

１９７ 

いきいき子育てガイドブックの

作成【子育て支援課】 

出産準備や乳幼児の子育て、家庭教育、虐待

防止、子育て支援の施策など、子育ての参考とな

るガイドブックを作成し、出産時等に配布します。 

継続して配布しました。 内容の充実を図って

実施します。 

改 訂 版 （ 2019 ・

2020 年度版）を作成

しました。（平成 31 年

4月配布開始） 

Ａ 改訂版の配布を行います。 
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